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１ 危機管理マニュアルの目的と法的位置づけ 

（１）本マニュアルの目的及び法的根拠 

   本マニュアルは、本校における事故、加害行為、災害等から生徒及び教職員の安全 

  の確保を図ることを目的として、学校保健安全法第２９条第１項に定める「危険等発

生時対処要領」として作成したものである。 

   また、本校は、宇部市地域防災計画において、水防法に基づく避難促進施設に指定

されている。このため、本マニュアルは、同法第１５条の３第１項に基づく「避難確

保計画」としても位置づけられる。 

 

（２）関連計画・マニュアル等との関係 

   本マニュアルは、本校における学校安全のための対応の基本となる事項を定めると

ともに、本校におけるその他の学校安全に関する計画・マニュアル等（下図）と常に

整合を図りつつ、本校の学校安全を推進するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 危機管理マニュアルの基本事項 

神原中学校 

危機管理マニュアル 
神原中学校 学校安全全体計画 

神原中学校 消防計画 

神原中学校 アレルギー対応マニュアル 

（食物アレルギーに関する基礎知識） 

神原中学校 避難確保計画（高潮） 

神原中学校 熱中症対応マニュアル 

（熱中症の応急処置） 

神原中学校 安全点検実施計画 

神原中学校 引き渡し訓練・避難訓練 

神原中学校 学校給食衛生管理表 

神原中学校 

危機管理マニュアル 

（簡易版） 

宇部市 

緊急避難場所・避難所 

運営マニュアル 

第３次 山口県 

学校安全推進計画 
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２ 危機管理の基本方針 

（１）危機管理の定義 

   子どもたちや教職員等の生命や心身等に危害をもたらす様々な危機を未然に防止す

るとともに、万一、事件・事故・災害が発生した場合に、被害を最小限にするために、

適切かつ迅速に対処すること。 

※ 「学校の安全管理に関する取組事例集」平成１５年６月文部科学省から 

 

（２）本校における危機管理の基本原則 

  □ 生徒・教職員の生命、安全の確保を第一とする。 

  □ 指揮・命令、報告・連絡の徹底を図り、学校全体として組織的な対応を行う。 

  □ 地域、保護者や関係機関と密接な連携を図り、協働して対応する。 

本マニュアルに定めのない事態が発生した場合などは、個々の状況・場面に応じて 

  この基本原則に則って最も適切と考えられる措置をとるものとする。 

 

（３）危機管理のポイント 

  □ 生徒及び教職員の安全を確保するために、常に最大限の努力をする。 

  □ 学校と生徒、保護者、関係機関との信頼関係を保つ。 

  □ 指揮命令系統を管理職に一本化し、組織的に迅速・的確な対応を行う。 

  □ 常に最悪な事態を想定し、被害等を最小限に抑えるための対応を図る。 

 

（４）本校における危機管理の基本方針 

  □ 危険発生に備え、本マニュアルにしたがって危機管理の体制を整備するとともに、 

    訓練・研修等を通じて、教職員の役割分担や緊急時の対応等を習熟する。 

□ 学校の施設・設備・地域の実情等を十分に把握し、そこから想定される様々な危機

を想定した危機管理体制を構築する。 

□ 教育委員会、警察・消防等の関係機関、保護者、ＰＴＡ、学校運営協議会、ふれあ

いセンター、地域住民等との連絡・連携を図る。 

□ 危機の対応については、生徒や教職員の生命を守ることを最優先し、危険を早く予

測・予見して、危機の発生を未然に防ぐ。 

□ 危機が発生した場合は、拙速であっても迅速に対応し、被害を最小限に抑える。 

□ 危機が収束した後には、再発防止と教育再開に向けた対策を講じるとともに、被害

にあった生徒やその保護者等への継続的な支援を行う。 

 

（５）事前（未然防止）・発生時・事後の危機管理の視点 

   学校の危機管理には、事前（未然防止）・発生時・事後の３段階を想定し、生徒・教

職員等の生命や身体を守る方策（視点）を以下の表に示す。 
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事前の 

危機管理（未然防止） 
□ 現状及びリスクの把握 

 ・地域、学校の現状 

 ・危機管理の前提となる危機事象 

 ・過去の自然災害等の把握 

□ 危機の未然防止対策 

 ・未然防止のための体制 

 ・施設、設備の点検 

 ・傷病者発生防止対策 

 ・犯罪被害防止対策 

 ・交通安全対策 

 ・火災予防対策 

 ・教育活動の様々な場面における未然防止（学校行事等） 

□ 危機発生に備えた対策 

 ・緊急時の体制整備 

 ・緊急時の連絡体制整備 

 ・施設、設備、備品の整備 

 ・家庭、地域、関係機関との連携 

 ・避難計画 

 ・避難訓練 

 ・引き渡し（緊急時下校）訓練 

 ・教職員の研修 

 ・生徒の安全、防災教育  

発生時（初動）の 

危機管理 
□ 発生事象別の対応 

事後の 

危機管理 
□ 事後（発生直後）の対応 

 ・生徒等の安否確認 

 ・引き渡し（緊急時下校）と待機 

 ・保護者への対応 

 ・教育委員会への連絡、報告 

 ・報道機関への対応 

 ・教育活動の継続や再開 

□ 心のケア 

□ 被害にあった生徒や保護者への支援 

□ 調査・検証・報告・再発防止策 
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３ 教職員・関係者への周知等 

（１）教職員の共通理解 

   校長は、以下の研修・訓練等を実施することにより、本校全ての教職員に対し、本

マニュアルに定める事項を周知徹底するとともに、学校安全への当事者意識の高揚を 

  図る。 

 

周  知  方  法 確  認  内  容 

年度初めのマニュアルの研修  
□ 本マニュアルに定める事項 

□ 教職員の役割 

職員会議等における周知 □ 教育委員会からの通知文書 

合同引き渡し訓練（緊急時下校訓練） 

避難（地震・火災複合）訓練 

不審者対応訓練 

□ 発生事象別の緊急対応手順 

□ 発災時の教職員の役割 

   全ての教職員は、本マニュアルに定める事項を十分に理解し、事故等の未然防止、 

  及び発生した場合は自らの役割を習熟するとともに、これを確実に遂行し、学校安全

の推進に努める。 

 

（２）生徒・保護者への周知 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）関係機関への周知 

   校長は、年度初めに開催する学校運営協議会において、本マニュアルに定める事項

を周知する。また、宇部市役所防災危機管理課、宇部警察署、宇部山陽小野田市消防

局宇部中央消防署、宇部市教育委員会にも周知するように努めるものとする。 

周知対象 周知方法 周知内容 

生徒 □ 学級活動 

□ 避難訓練 

□ 引き渡し訓練（緊急時下校） 

□ 安全・防災教育の学習 

□ 「避難カード」の作成 

□ 本校で想定される事故・災害等 

□ 事故・災害等の未然防止、事前の備

えとしての生徒が行う事項 

□ 事故・災害等の発生時の生徒の避難

行動等 

保護者 下記で資料配付・周知 

□ 本校のホームページ 

□ 引き渡し訓練の文書 

□ ＰＴＡ総会 

□ 本校で想定される事故・災害等 

□ 事故・災害等の未然防止、事前の備

えとしての保護者が行う事項 

□ 事故・災害等の発生時の保護者がと

るべき行動（引き渡し等） 



6 

 

 

４ マニュアルの管理方法 

   本マニュアルは、事故・災害等の発生時に備えて、以下のとおり配付・保管する。

これらは常に最新版を維持するよう、マニュアル改訂の都度、確実に更新するものと

する。 

 

（１）本マニュアル保存場所・保管方法 

   本マニュアルの保管場所・保管方法は以下のとおりとする。 

 

電子データ 共通パソコン ｌａｎｄｉｓｋ１ 危機管理マニュアルフォルダ内 

印刷製本版 職員室 教職員 ２８部 予備 教頭机の引き出し ５部 

 

（２）緊急時対応手順の掲示 

   本マニュアルのうち、生命に直結するなど特に危険性の高い事象については、発生

直後の緊急時対応手順（フロー）を下記に場所に掲示する。 

 

傷病者発生時対応手順 職員室 保健室 事務室 

火災発生時対応手順 職員室 事務室 

不審者侵入対応手順 職員室 事務室  

緊急通報手順・通報先 職員室 保健室 事務室 

 

（３）教職員への配付 

   教職員には、年度初めに実施する本マニュアルの研修会で、冊子形式の本マニュア

ル（ファイル）と本マニュアルの簡易版を１部ずつ配付する。教職員は、本マニュア

ルの内容を習熟するとともに、簡易版は机上に保管するものとする。 

 

５ マニュアルの見直しと改善 

   校長は、下記の表に示す時期に本マニュアルの見直しを行い、継続的に見直すこと

で、本校の学校安全の継続的な向上を図る。 

                                                      

定例見直し 
□ 各年度当初、及び管理職の人事異動があったとき。 

□ 訓練や講師を招いての研修を実施した後。 

随時見直し 
□ 宇部市の地域防災計画など、関連機関の計画・マニュアル等

の改訂があったとき。 
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□ ハザードマップの改訂があったとき。 

   見直し・改善の具体的な手順については、下図に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大幅な見直しでない場合は、 

 説明・協議をしなくてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 改訂履歴一覧 

版 数 発行年月 改 訂 概 要 

第１版 平成２４年４月 初版発行 

第２版 令和元年８月 弾道ミサイル対応等を追加 

第３版 令和４年５月 個人情報管理規定を追加 

第４版 令和６年６月 

文部科学省「学校の危機管理マニュアル 

評価・見直しガイドライン」を参考にした 

見直し・改訂 

   

定例見直し時 

随時見直し時 

マニュアル改訂案 

作成 

マニュアル改訂案 

協議・完成 

宇部市教育委員会・関係機関への 

説明・協議 

ＰＴＡ・学校運営協議会への 

説明・協議 

学校安全担当 

校長・教頭 

職員会議 

マニュアル改訂版 

完成 

教職員への周知 職員会議 

（必要な場合） 

関連計画等の改訂 

 

保護者への周知 宇部市教育委員会への報告 

関係機関への周知 



8 

 

   

   

 

 

 

１ 危機管理の前提となる危機事象等 

（１）本校で想定される危機事象 

   本校で想定される主な危機事象は、以下のとおりである。 

 

危 機 事 象 想 定 さ れ る 事 例 

生活安全 

（防犯を含む） 

傷病の発生 

熱中症、スポーツ中の頭頚部損傷その他の

外傷、階段その他からの転落、実習中の火傷 

水泳、急病等による心肺停止 等 

犯罪被害 
不審者侵入、地域での不審者情報、学校への

犯罪予告、校内不審物 ネット上の被害 等 

食中毒 異物混入 
学校給食、調理実習による食中毒、異物混入

等 

食物等アレルギー 
学校給食、調理実習、教材等によるアレルギ

ー・アナフィラキシー 

交通安全 
自動車事故 登下校中や校外活動中の交通事故 

自転車事故 登下校中（部活動）の交通事故 

災害安全 

気象災害 

洪水・内水氾濫・高潮（３）等による浸水、台

風や強風による飛来物・停電・建物倒壊、突

風・竜巻による建物倒壊・飛来物、落雷 増

水によるため池決壊（４） 

地震・津波被害 

建物倒壊、家具等の転倒・落下、ガラス散乱、 

津波（２）・高潮（３）浸水、ため池決壊（４） 

二次災害としての火災・ライフライン寸断 

火災 校内施設や近隣からの出火 

その他 
弾道ミサイル発射 Ｊアラートの緊急情報発信 

感染症 新型コロナウイルス感染症 等 

第２章 事前の危機管理（未然防止） 
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水難事故 海や河川での溺水 等 

薬品事故 理科薬品による火傷やプール薬品 

 

（２）津波による浸水被害 

   宇部市が発行する「宇部市津波ハザードマップ」によると、宇部市内における浸水

深が４ｍを超えることはないと想定されているが、最大の浸水深では、校舎の２階ま

でが水没することが予想され、１０ｍ以上の高台に避難する必要がある。１０ｍ以上

の高台と避難情報を示したものが以下の地図である。 

 

 

宇部市中央部の津波災害危険 
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 拡大図 赤〇が本校 

（３）高潮による浸水被害 

   宇部市が発行する「宇部市高潮ハザードマップ」によると、想定される最大規模の

台風の接近により、大規模な高潮が発生した場合、予測される浸水状況と防災情報を 

  示したものが以下の地図である。校地内が浸水した場合、浸水深は、０.５ｍから最大

５.０ｍが予測される。 

 

 

本校周辺（神原・見初地区）の高潮災害危険 
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 拡大図 赤〇が本校 

（４）ため池決壊による浸水被害 

   宇部市が発行する「宇部市ため池ハザードマップ」によると、大雨や地震等でため

池か増水または決壊した場合、予想される浸水状況と避難情報を示したものが以下の

地図である。ため池が増水・決壊した場合、２０～２５分後に浸水し、水侵深はグラ

ウンドで０.５～１.０ｍが予測される。 

 

 
本校周辺の祈祷台ため池増水・決壊災害危険 
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 拡大図 赤〇が本校 

（５）河川の冠水被害 

   校区に塩田川（真締川水系）があり、台風や大雨時に河川が増水し、宇部市中央コ

ート付近～神原小学校裏の通学路が冠水することが予測される。 

 

 

           本校周辺の塩田川冠水災害危険       赤〇が本校 

 

（６）避難所等の指定状況 

   宇部市の「地域防災計画」では、本校は以下のとおり 

災害時の緊急避難場所・避難所として指定されている。 

 

 

冠水危険箇所 

 
避難場所看板 
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施設名 地震 津波 土砂災害 洪水 高潮 

神原中学校 〇 〇 ― 〇 
レベル１ 〇 

レベル２ × 

※ レベル１は、１００年に１回程度の大災害 

レベル２は、５００年に１回程度の巨大災害 

 

 

 

 

 

                                  

２ 平常時の危機管理体制 

   校長は、学校における危機管理の最高責任者として、日常の安全管理・安全教育を

推進するため、校内安全委員会（下図）を設置して危機管理体制を確立し、事故・災

害等の未然防止及び発生に備えた対策を取りまとめる。 

   教頭は、校内安全委員会において、校長の指示にもとづき、事故・災害等の未然防

止及び発生に備えた対策を推進する。各教職員についても日常の安全管理、安全・防

災教育を担い、全員体制で取組を推進する。 

   また、管理職は、職員会議、校内研修等の機会をとらえて、学校安全に関する話題

を取り上げ、教職員の危機管理能力の育成と当事者意識の高揚に努める。 

 

平常時の危機管理体制 【校内安全委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

□ 学校安全活動の総括         □ 危機管理体制の整備・見直し 

□ 危機管理マニュアルの整備・見直し  □ 避難確保計画の整備・見直し 

□ 緊急避難場所・避難所運営マニュアルの整備・見直し □ 教職員研修の企画・運営 

 

 

校 

 

長 

教 

 

頭 

【安全点検担当】◎教頭 〇庶務  交通安全担当 

□ 消火器・防災設備の点検 □ 施設・設備、通学路の安全点

検 □ 施設・設備の整備、修繕 □ 点検の評価・見直し 

【備品・備蓄担当】◎事務 〇庶務 養護教諭 

□ 緊急時持ち出し品の管理 □ 応急手当物品の管理 

□ 備蓄品・備品の整備 □ 備蓄品の管理 

 

【情報収集・伝達担当】◎教頭 〇教務主任 

□ 気象・災害情報の収集 □ 家庭・関係機関等との連絡体制

の整備 □ メール等を活用した保護者への情報提供 
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３ 安全点検 

   校長は、学校・校地周辺、通学路の安全を保ち、事故・災害等の発生を防止するた 

めに、点検を中心とした危険個所の把握及び改善を実施する。 

 

（１）危険個所の把握 

   学校保健安全施行規則第２８条第１・２項、第２９条にもとづき、教職員による定 

期的な安全点検を以下の方法で実施する。なお、異常を発見した場合は、すみやかに 

管理職に報告する。 

 

点検 点検時期・対象 責任者 備   考 

定期点検 校内施設・設備 

毎月実施 
教頭 安全点検表 

備品・教具等 

夏季休業中に実施 
事務 備品台帳 

家具等 

１学期に実施 
教頭  

校地周辺 

毎学期に実施 
教頭 巡回による 

通学路 

１学期に実施 

※市教育委員会に報告 

交通担当 
市教委委員会・県学校安全サ

ポーターと合同実施（５月） 

防災設備・火災警報器 

消火栓・消火器 

年２回実施 

教頭 業者委託 

【渉外担当】◎生徒指導主任 〇学年主任 

□ 家庭との連携 □ 関係機関・地域等との連携 

事故・災害発生時の

体制については、発

生事象に応じる。 
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臨時点検 学校行事前後  

校内施設・設備 
教頭  

災害時（台風・大雨・強風等） 

※市教育委員会に報告 
教頭 メールにて報告 

日常点検 通常の授業日 

校内施設・設備・備品  
全教職員 

体育主任 

水泳学習時プール管理 

 

（２）危険個所の改善 

   把握した危険個所については、学校にて対応可能なものについてはすみやかに改善

措置をとる。学校で対応できないものについては、補修申請等で市教育委員会に改善

を依頼する。また、通学路等校外における危険箇所については、関係機関に報告する。 

 

 

 

４ 体育・運動部活動における頭頚部外傷等事故防止 

（１）教職員・外部指導者の確認事項 

   校長は、安全指導の徹底について教職員の共通理解を図る。また、部活動顧問は、

外部指導者と連携し以下の点について確認する。 

 

 ①授業 

□ 柔道や器械運動等頭頚部外傷の可能性のある授業については、その種目特有の危険

性に配慮した学習内容を設定する。 

□ 疲労や体調不良など、生徒の健康管理に十分に配慮する。 

□ 指導にあたっては、生徒の習熟に十分に配慮する。 

□ 緊急時の連絡体制を整備する。 

 ②部活動 

□ 活動目標を明確にし、事故発生要因（個人・方法・環境・指導・管理）を見極め 

指導計画に反映させる。 

□ 部活動ガイドラインにしたがい、生徒の健康状態に配慮した練習（日数・時間）を

設定する。 

□ 疲労や体調不良など、生徒の健康管理に十分に配慮する。 

□ 部活動顧問等が不在のときは、練習を中止するか、事故の起きやすい活動内容を避

ける。 

□ 部活動顧問は、活動方針や活動内容、年間計画、緊急時連絡等について保護者に周

知するとともに、日常の活動や生徒の健康状態等の情報交換など、連絡を密にする。 

 

（２）生徒への指導事項 

    保健体育教員、部活動顧問は以下の点について生徒に十分指導する。 

□ 自らの体調管理を行い、無理をしない。 



16 

 

□ 過度な練習や無理な環境下での練習は、事故の危険性が高くなること。 

□ 長時間の活動は集中力や判断力が低下していくため、適宜休憩をとるとともに、生

徒が互いの体調に留意すること。（体調不良等の観察・声かけ等） 

□ 自分自身が体調不良（頭痛・吐き気・気分不良等）を感じたときはすみやかに伝え

ること。 

□ 頭頚部を殴打したときは必ず伝えること。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 熱中症の予防措置 

（１）暑さ指数を用いた活動判断 

   校長は、生徒の熱中症を予防するために、必要に応じて担当教職員に指示し、暑さ

指数（ＷＧＢＴ）を用いた環境条件の評価を行うとともに、下表にもとづいて日常生

活や運動の実施可否に関する判断を下す。 

また、気象庁の「熱中症警戒アラート」の発表も有効に活用する。 

                           

暑さ指数 

（ＷＢＧＴ） 

（℃） 

気温 

（℃） 

注意すべき 

生活活動の 

目安 

日常生活に 

おける注意 

事項 

熱中症予防運動指針 本校の対応 

31 以上 

 

35 以上 

 

すべての生

活活動で起

こる危険性 

高齢者におい

ては安静状態

でも発生する

危険性が大き

い。外出はなる

べく避け、涼し

い室内に移動

する。 

  

 

特別の場合以外は運動を中止する。 

特に子供の場合には中止すべき。 

運動を中止し、 

風通しのよい日

陰やエアコンが

きいている室内

等に移動する。 

28～ 

31 

31～ 

35 

外出時は炎天

下を避け、室内

では室温の上

昇に注意する。 

 

 

熱中症の危険性が高いので、激しい

運動や持久走など体温が上昇しや

すい運動は避ける。１０～２０分お

きに休憩を取り、水分・塩分の補給

を行う。暑さに弱い人は運動を軽減

または中止。 

上記 

運動を継続する

場合は１５分お

きに休憩を取り 

水分・塩分補給

を行う。 

運動は原則中止 

厳重警戒（激しい運動は中止） 
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25～ 

28 

28～ 

31 

中等度以上

の生活活動

で起こる危

険性 

運動や激しい

作業をする際

は定期的に休

息を取り入れ

る。 

 

 

熱中症の危険が増すので、積極的に

休憩を取り適宜、水分・塩分を補給

する。激しい運動では、３０分おき

に休憩を取る。 

３０分おきに休

憩を取り、水分・

塩分の補給を行

う。 

21～ 

25 

24～ 

28 

強い生活活

動で起こる

危険性 

一般に危険性

は少ないが激

しい運動や重

労働時に発生

する危険性が

ある。 

 

 

熱中症による死亡事故が発生す

る可能性がある。熱中症の兆候に

注意するとともに、運動の合間に

積極的に水分・塩分を補給する。 

１時間おきに休

憩を取り、３０

分おきに水分・

塩分の補給を行

う。 

 

暑さ指数 

（ＷＢＧＴ） 

（℃） 

気温 

（℃） 

注意すべき 

生活活動の 

目安 

日常生活に 

おける注意 

事項 

熱中症予防運動指針 本校の対応 

24 以下 

 

24 未満 

 

  

 

 

通常は熱中症の危険は小さいが、

適宜水分・塩分の補給は必要であ

る。市民マラソンなどでこの条件

で熱中症が発生するので注意。 

 

 

（２）熱中症防止の対策 

   校長は、各教職員に指示して、以下の留意点を踏まえ、教育課程内外に問わず適切

な熱中症の防止措置をとる。 

 留   意   点 

環境の留意点 □ 炎天下、風の有無：炎天下での活動や無風状態での活動は極

力避ける。 

□ 急激な暑さ：梅雨明けなど急に暑くなったときには注意す

る。 

主体別の留意点 □ 体力、体格、経験の個人差：肥満傾向の生徒、体力のない生

徒、運動経験がない生徒には注意する。 

□ 健康状態、体調、疲労の状態：活動・運動前の体調チェック、

活動・運動中の健康観察を行う。 

□ 暑さへの慣れ：久しぶりに暑い環境での活動や運動の際は注

意する。 

□ 衣服の調節：衣服は軽装で透湿性や通気性のよい素材とす

警戒（積極的に休憩） 

注意（積極的に水分補給） 

ほぼ安全（適宜水分補給） 
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（３）生徒に対する熱中症に関する指導 

   校長は、教職員に指示して、生徒に以下の指導を行うことにより、熱中症の未然防

止に努める。 

□ 体調管理に気をつけ、十分な睡眠と朝食を確実にとること。 

□ 暑い日には帽子を着用する、薄着になる、こまめに着替えるなど衣服の調節をする

こと。 

□ 活動・運動をするときは水分を補給し、休憩を取るなど熱中症防止の対応をとるこ

と。 

□ 気分が悪い、頭痛がするなど体調に異変を感じた場合は、躊躇なく申し出ること。 

 

６ 食物アレルギー・アナフィラキシーの未然防止 

（１）アレルギー対応委員会と学校全体の組織的な取組 

る。炎天下や直射日光は帽子を着用する。 

活動・運動中の

留意点 

□ 活動・運動の強度、内容、継続時間：部活動におけるランニ

ング、ダッシュの繰り返しに注意する。また、水泳学習では、

気がつかないうちに脱水症状を起こしやすいことなどが、熱

中症の原因になることを注意する。 

□ 水分補給：０.１～０.２％程度の食塩水やスポーツドリンク 

  塩分補給タブレットをこまめに補給する。 

□ 休憩と取り方：激しい運動では３０分に１回の休憩を取る。 

その他 □ 情報収集と共有：気象庁の「熱中症警戒アラート」を全教職

員が登録する。また、職員室の掲示によって情報を共有する。 

□ 保護者への情報提供：暑さ指数にもとづく運動等の指針、「熱

中症警戒アラート」発生時の対応を周知する。 
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   校長を責任者とし、下表の関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置す 

る。生徒のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取組と事故防止、緊急時の 

対応について協議し情報を共有する。取組プランや緊急時のマニュアルを作成する際

には、医師が作成した管理指導表に基づき話し合いを進める。 

 また、年度初めに全教職員で情報を共有し、「エピペン」の研修を実施する。 

 

委員長 校長 総括責任者 

副委員長 教頭 校長補佐（校長が不在時には代行） 指示伝達 外部対応 

委員 

養護教諭 
実態把握 主治医・学校医との連携 事故防止 研修 

校内連絡 小学校との情報共有 

給食センタ

ー担当者 
給食調理・運営の安全管理 事故防止 

給食主任 栄養教諭との連携 給食の共通指導徹底 

他教職員 安全な給食運営 保護者との連携 事故防止 

 

（２）食物アレルギー対応 

   日々の取組の教職員の役割分担は以下のとおりとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

学級担任 

 

□ 食物アレルギーの生徒の実態や個別の「取組プラン」、緊急時の対応

マニュアルについて把握する。 

□ 個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 

□ 誤食を予防する。 

□ 他の生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。 

養護教諭 □ 食物アレルギーの生徒の実態や個別の「取組プラン」、緊急時の対応

マニュアルを立案する。 

□ 緊急時の対応マニュアルの研修を実施する。 

□ 個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 

□ 食物アレルギーの生徒の実態を把握し、全教職員間での連携を図

る。 

□ 主治医・学校医・医療機関との連携を図り、応急処置の方法や連絡

先を確認する。 

校長等 □ 総括責任者 

□ 市教育委員会等の方針を理解し、教職員に指導する。 

□ 食物アレルギー対応委員会を設置する。 

□ 個別面談を行う。 

□ 関係教職員と協議し、対応を決定する。 

全教職員 □ 食物アレルギーの生徒の実態や「取組プラン」を情報共有する。 

□ 緊急時の対応マニュアルについて共通理解を図る。 
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  ※ 「学校給食における食物アレルギー対応指針」平成２７年３月文部科学省から 

 

（３）食物アレルギー対応の流れ 

   入学時を契機として、食物アレルギー対応を以下のとおり進める。在学中に発症し

た場合や配慮や管理が必要になった場合は、状況に応じて適切に対応する。 

   また、「生活管理指導表」は、症状に変化がない場合でも、配慮や管理が必要な間は

毎年提出を求めることにする。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥取組の中間報告 □ 取組を振り返り、改善点等を検討する。 

□ 必要に応じ、保護者と連絡を取りながら「取組プラン」

を修正する。 

⑦来年度活用する「学

校生活管理指導表」

の配付 

□ 配慮・管理を継続する生徒の保護者に、次年度に活用す

る「学校生活管理指導表」を配付する。 

 

 

（４）安全な給食運営 

  学級担任は、学級における日々の給食運営を以下のレベルに応じて確実に実施する。 

 また、給食担当教員は、職員室に献立に対する個別の対応を掲示する。 

実 施 項 目 内     容 

①アレルギー疾患を

有し、配慮・管理が

必要な生徒の把握 

□ 小学校を通して、「アレルギーに対する調査票」を配付

する。 

②対象となる生徒の

保護者への「学校生

活管理指導表」の配

付 

□ 「学校生活管理指導表」「食物アレルギーに関する調査

票」を配付する。 

□ 保護者との面談において、医師の判断により、学校での

配慮・管理を必要としない場合や家庭で管理を行ってい

ない場合は、除去食等の対象外となる。 

③「学校生活管理指導

表」「食物アレルギ

ーに関する調査表」

にもとづく検討・具

体的準備 

□ 校長、教頭、担任、養護教諭、栄養教諭、学校医、主治

医等が「管理指導表」にもとづき、学校の取組を検討し 

 「取組プラン（案）」を作成する。 

□ 養護教諭、栄養教諭等が中心となり、取組に向けた準備

を行う。 

④保護者との面談 □ 保護者と協議し、「取組プラン」を決定する。 

□ 全教職員で情報を共有することの同意を得る。 

⑤校内での共通理解 □ 職員会議で「取組プラン」の共通理解を図り、緊急時対

応マニュアルの研修を実施する。 

【レベル１】詳細な献立表対応 □ 誤食事故の対応のため、献立表により、原因

物質の有無を確認する。 
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（５）給食以外で配慮が必要な活動における対応 

  特に配慮が必要と思われる活動は以下のとおり。 

 

調理実習 □ 家庭科の調理実習では、食物アレルギー疾患の生徒に対

する配慮が必要となる。 

□ 保護者に献立を連絡し、承諾をとる。 

体験授業 □ うどんやそば打ち体験では、そば粉や小麦粉に対する配

慮が必要となる。 

修学旅行等 □ 食事については、アレルギー対応食・代替食等旅行業者と

宿泊先に対応を依頼する。 

□ 寝具（枕）についても同様の対応を依頼する。 

 

（６）当事者以外の生徒に対する説明 

  アレルギー疾患の生徒への取組を進めるにあたっては、他の生徒の理解を得ることが

重要である。他の生徒への説明については、当事者である生徒と保護者の意向を配慮す

る。 

  また、食物アレルギー疾患の者への配慮等アレルギーについての基本的な理解の指導

を行う。 

 

７ 犯罪被害（不審者等）に関する未然防止 

（１）校門及び校舎入口の管理 

   通常の校門管理は、以下を基本とする。校長は、年度初めの配付文書等や保護者メ

ールにて、生徒及び保護者に周知するとともに、教職員は登下校時間の遵守を生徒に

徹底させる。 

 

時 間 生徒 来校者・保護者 

【レベル２】弁当対応 

職員室のクーラーボックスで 

保管する。※R7 該当生徒あり 

□ 持参した弁当を安全で衛生的に管理する。 

□ 特定の献立に対してのみ部分的に弁当を持参

する場合には、給食内容や対応弁当の把握、確

認し誤食を防止する。 

【レベル３】除去食 

【レベル４】代替食対応 

□ 献立内容を確認する。 

□ 対応食の受け取り方、配膳、片づけ時の注意

事項を定め、確実に守る。 
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登校時間 

７時５５分～８時１０分 

□ 生徒は校門、通用門から登

校する。 

□ ７時５５分に生徒昇降口

を開けて校舎に入る。 

□ 来校者、保護者は原

則正門を使って出

入りする。 

下校時間 

最終下校 １６時４０分 

部活延長練習時最終下校 

     １７時４０分 

□ 生徒は校門、通用門から下

校する。 

□ 週休日・祝日・長期休業中

により下校時間は異なる。 

 

（２）校門・通用門・校舎の開錠と施錠 

   校門・通用門・校舎の開錠は最初に出勤した教職員が行う。校門・校舎の施錠は宿

直代か最後に退勤した教職員が行う。通用門の施錠については、生徒が下校後 

  宿直代行が行う。生徒昇降口は、７時５５分に管理職（教頭）が開錠する。 

    

（３）機械警備 

   夜間や週休日等、機械警備（セコム）を業者に委託する。※ 詳細については別紙 

 

（４）学校日直（警備） 

   平日、１６時４５分から２１時１５分まで、学校日直（警備）に電話対応、施錠の

確認等を委託する。※ 詳細については別紙 

 

（５）来校者の管理 

   校長は、教職員への指示・周知をとおして、下記の来校者対策を徹底し、不審者侵

入に対策をとるように努める。 

  □ 来校者向けに、校門及び玄関に案内を 

掲示する。 

  □ 来客の予定がある場合は、職員室のホ 

ワイトボードに記入し、事務室に知ら 

せる。 

  □ 事務室にて、業者等の来校者には来校 

者受付簿に記入をお願いする。 

  □ 学校行事など場合によっては名札ホルダー等をお願いする。 

  □ 来校者の駐車は所定の場所（体育館前）とする。行事等で駐車スペースがない場合

は、グラウンドを駐車場とする。 

 

（６）校内の見回り 

   管理職（教頭）は、出勤時に校地内、退勤時には施錠を確認し、日中も適宜見回り 

を行う。また、教職員は常に来校者の確認を行い、積極的にあいさつや声掛けをする

ように心がける。 

 
 

校門 玄関 
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（７）校外の見回り 

  □ 登下校時の見回り：ＰＴＡや地域のあいさつ運動、交通担当による下校指導時・見

回りを行う。 

    □ 通学路の合同点検：市教委委員会・県学校安全サポーターと合同実施（５月） 

 

８ インターネット上での犯罪被害防止対策 

（１）メディアコントロール能力の育成と情報教育の充実 

   校長は、インターネット上の犯罪被害を未然に防止するために、担当教職員に指示 

  し、生徒のメディアコントロール能力の育成と情報教育の充実に努める。 

  □ 宇部市ＩＣＴスタンダードを活用した情報リテラシー教育を計画的に行う。 

  □ 年に１回専門家を招き、メディアコントロール講演会を実施する。 

 

（２）家庭との連携 

   近隣の小学校と連携して、メディアコントロールチャレンジを学期に１回実施する。 

  また、「メディアの約束 ５か条」を配付し、生徒と保護者で話し合ってルールを決め 

る取組を推進する。 

 

９ 交通事故防止対策 

（１）交通安全教育 

   校長は、交通事故を未然に防止するために、「自他の生命を守る」ための交通安全教 

育を推進する。 

□ 交通安全教育の充実：交通ルール遵守の意識の醸成を図る。 

□ 自転車乗車時のマナーアップ：年度初めの交通安全教室の実施、ヘルメット着用 

の努力義務化に対応した取組の推進、加害者となってときの責任についての指導を 

行う。 

  □ 「危険予測学習（ＫＹＴ）資料集」の活用：タブレットを活用した演習を実施する。 

    □ 教職員の下校指導：テスト週間等一斉下校時に、校区内で交通指導を実施する。 

 

 

（２）通学路の安全点検 

  □ 市教育委員会、県学校安全サポーターと合同実施（５月） 

  □ 教職員による下校指導時に、適宜通学路の安全点検を実施し、危険個所等を発見し

た場合、関係機関に連絡する。 

 

１０ 学校内での事故防止対策 

（１）転落事故防止 
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  □ ベランダには緊急時以外に出ないことを指導する。 

  □ ベランダの手すり、体育館のギャラリーの手すりの安全点検を学期に１回実施する。 

 

（２）プール事故防止 

 ①安全教育 

  □ 体調管理、準備運動、健康観察の重要性について指導する。 

  □ 「水泳・プール使用心得（別紙）」を徹底させる。 

  □ バディシステムなど、互いの健康観察、安全確認を徹底させる。 

 ②施設の安全点検と水質検査 

  □ プールの安全管理・衛生管理については、「プールの安全標準指針（平成１９年３

月文部科学省）」「学校衛生の基準（令和４年３月改正 文部科学省）」を参考にし、

安全管理・衛生管理の徹底を図る。 

  □ 残留塩素濃度を、プール使用前及び使用中（授業ごと）に測定し、帳簿に記録し保

存しておく。 

  □ プールの排水溝のボルトの強度や固定等を定期的に点検し、不備な箇所はすみやか

に改善を図る。 

  □ プール水の排水時には、事前に必ず水質検査を行い、残留塩素の低濃度を確認した

上で排水する。 

  □ 市教育委員会委託の検査機関や学校薬剤師による水質検査を行い、指導・助言を受

ける。 

 ③指導時の安全管理 

  □ 指導に当たっては、「水泳指導の手引き（平成２６年３月三訂版 文部科学省）、「学

校における水泳事故防止必携（平成３０年３月改訂版 独立行政法人日本スポーツ

振興センター）」を参考とする。 

  □ 飛び込みによるスタートの指導は行わず、水中からのスタートを指導する。 

  □ 事故に備え、指導時には携帯電話を携行する。 

  □ 全教職員が、救急救命及びＡＥＤの使用法を身につける。 

  

（３）落雷や突風の事故防止 

 ①落雷や突風等の指導 

  □ 落雷や突風等生命にかかわる自然の驚異を認識させ、危険を予知・回避する大切さ

について指導する。 

 ②屋外活動時の留意点 

  □ 屋外での授業、運動会等の学校行事、各競技大会の実施及び開催にあたっては、事

前に気象情報を入手する。 

  □ 強風や落雷等の警報が発令された場合は、生徒及び参加者の安全確保を最優先する。 

  □ 屋外での安全管理体制を整備しておく。 

  □ 落雷・突風・竜巻の発生等、急激な天候の変化が予測される場合は、すみやかに屋

内に避難する。 

  □ テント設営時には、十分に配慮する。 
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（４）薬品事故防止 

 ①理科薬品の安全管理 

  □ 薬品で腐食のある保管庫は、新調する。 

  □ 保管庫の鍵は、理科薬品管理責任者が管理する。 

  □ 地震対策として保管庫が壁などに固定されていること。ガラス窓には金網等が施さ

れたものにし、薬ビンの転倒による破損がないようにする。 

  □ 医薬用外毒物・劇物は、表示通りの保管場所に保管する。 

  □ 保管庫内では、転倒防止のための措置を講じる。 

  □ 毎学期ごとに、在庫量と帳簿を確認する。使用がなくても、重量を量り、在庫量を 

    確認する。 

  □ 不要な理科薬品は、市教育委員会の指示により廃棄する。 

  □ 理科薬品の管理帳簿を毎学期確認する。 

  □ 使用するたびに、薬品の量を計量し帳簿に記入する。 

  □ 理科薬品保管庫の取扱いは、必ず教員が行う。 

  □ 「理科薬品管理状況調査表」に基づき、学校薬剤師による点検（年１回以上）、市

教育委員会（諸帳簿点検時）による点検を実施し、管理職が確認する。 

 ②その他の薬品の安全管理 

  □ 保健室での薬品等は保管庫に保存する。 

  □ プールの塩素系薬品等の管理を適切に行う。 

  □ 農薬や除草剤の管理を適切に行う。 

 

１１ 校外活動における危機未然防止対策 

（１）事前の検討・対策 

   社会見学、体験学習、修学旅行、その他の校外活動について、生徒の安全確保の観 

  点から以下の点について事前の検討・対策を講じることにする。 

 

校外活動全般 □ 校外活動先における地域特有のリスク（自然災害、その他の

事故、災害の危険性）を調査し、想定される事故・災害等が

発生した場合の対応を検討する。 

□ 事前の下見で、現地のリスクや活動場所での利用施設（ＡＥ

Ｄ設置場所、医療機関、警察署等）を確認する。 

□ 訪問先・宿泊先、旅行業者等との安全確保に関する事前連絡・

調整を行う。 

□ 引率教職員間での連絡方法、学校との定期的な連絡方法につ

いて確認する。 

□ 災害発生時の避難経路・避難場所、情報収集手段等について

確認し、全引率教職員で情報共有する。 

□ 緊急時の連絡体制（医療機関、学校、保護者）を整備する。 
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 □ アレルギー症状が発生した場合に備えて、「エピペン」等持参

薬の使用方法、医療機関等の再確認を行う。 

 

（２）校外活動の携行品 

   校外活動引率時の主な携行品は以下のとおりとする。なお、必要に応じて追加する 

ことを検討する。 

 

□ 緊急連絡体制表          □ 生徒名簿（緊急連絡先） 

□ 訪問先の地図（避難経路・医療機関）□ 緊急搬送先医療機関の情報 

□ 救急セット            □ 携帯電話 

□ 笛やハンドマイク（危険を知らせるため） 

 

（３）校外学習開始時の対策や指導 

   校外学習開始時には、以下の対策や指導を講じることにする。 

  □ 現地に到着後、引率教職員間で、緊急時の対処方法を再確認する。 

  □ 校外学習開始時に、生徒に下記のとおり、活動中の注意事項の指導を徹底させる。 

   ▫ 引率教職員の指示をよく聞くこと。 

   ▫ 緊急時の連絡方法を確認すること。 

   ▫ 一人で行動しないこと。 

   ▫ 集団を離れる場合は、引率教職員に報告すること。 

□ 障害をもった生徒等一人で避難できない生徒への対応を検

討する。 

宿泊を伴う活動 

食に関する活動 

□ 食物アレルギーのある生徒についての情報と緊急時対応に

ついて、全引率教職員で情報共有する。 

□ 「エピペン」等持参薬の管理方法について確認する。 

□ 体験活動など食に関する活動があれば、事前にその内容を検

討する。 

□ 宿泊先や訪問先施設に対し、食物アレルギー対応等について

確認する。また、食事内容だけでなく、寝具についても留意

する。 

□ 宿泊先や訪問先での食事や活動について、保護者と事前に協

議する。 
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   ▫ 食物アレルギーのある生徒と弁当のおかずやおやつを交換しないこと。 

  □ 学校側では、教員室のホワイトボードに、校外学習の時間・内容等を掲示する。 

 

１２ 校内行事における危険未然防止対策 

   校長は、入学式、卒業式、運動会等の校内行事（学校開放）における危険未然防止  

  として、担当教職員に対して、以下の対策を講じるものとする。 

   なお、本校を会場とするＰＴＡや外部によるイベントを開催する場合においても、 

  同様の対策等を取ることを主催者と事前に協議し確認する。 

 

（１）事前準備 

  □ 学校施設の開放部分と非開放部分を明確にし、事前に配付する案内文書やプログラ

ムに明記する。非開放部分については立入禁止の掲示物等で示す。 

  □ 行事会場からの非常口、避難経路、避難場所等について確認する。 

  □ 行事の受付を場合によってはＰＴＡに依頼する。 

  □ 運動会や文化祭は会場および会場周辺のパトロールを、場合によってはＰＴＡに依

頼する。 

 

（２）校内行事当日の対応 

  □ 行事等の来賓には受付をしてもらう。場合によっては、名札ホルダー等をお願いす

る。 

  □ 行事中、教職員は担当を決めて校内の見回りを行う。 

  □ 行事中の災害に備え、年度始めに保護者に避難経路、避難場所の周知を行う。 

 

１３ 火災予防対策 「消防計画（別冊）」による 

   消防法第８条第１項に基づき、以下の事項をまとめた「消防計画」を定める。 

  □ 予防管理組織（防火管理者や火元責任者） 

  □ 建物の自主点検と検査 

  □ 教職員の遵守するべき事項（火気管理・避難管理） 

  □ 消防設備等の法定点検の実施 

  □ 火災等の災害に対する自衛消防活動 

  □ 教育・避難訓練の実施 

  □ 消防機関への報告、連絡 

 

１４ 自然災害への備え 

（１）学校防災体制の整備 

  □ 情報収集・連絡体制を確立する。学校メールの活用。 

  □ 警報級の災害が予測される場合は、学校の対応を生徒や保護者に事前に周知する。 
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  □ 宇部市が発行する「宇部市防災マップ・ハザードマップ・危険度分布図」を活用し、 

    危険箇所や避難場所を把握する。 

  □ 災害発生時に冷静な対応をするために、専門家や関係機関と連携し、防災教育や避

難訓練等を実施し、防災対応能力の向上を図る。 

  □ 関係機関と連携した体制を整備し、学校のみならず地域全体の防災力の向上を図る。 

  □ 緊急避難場所・避難所の運営の協力体制を整備する。 

 

（２）地震・津波に対する備え 

 ①地震対応マニュアルの整備と南海トラフ地震への備え 

  □ 地震対応マニュアル（簡易版）をもとに、平時からの対策を生徒・教職員に徹底さ

せるとともに周知させる。 

  □ 南海トラフ地震における津波避難計画を整備する。 

 ②施設・設備の安全点検の徹底 

  □ 本棚等校舎内の施設・設備の転倒・落下防止策を講じる。 

  □ 灯油保管庫など屋外の施設・設備の転倒・落下防止策を講じる。 

  □ 避難経路となる廊下や階段、非常扉等に避難の障害となるものを置かない。 

 

（３）台風等の備え 

 ①日常からの風水害・土砂災害への備え 

  □ 風水害・土砂災害時の登下校方針や避難計画を明確にする。 

  □ 「山口県土木防災情報」等を活用する。 

  □ 避難訓練（机上演習も含む）を実施する。 

  □ 家族みんなの生命を守る「避難カード」を作成させる。 

 ②台風等の接近等について 

  □ 警報・特別警報発令時等災害の恐れがある場合は、地域の状況を把握し、登校の可

否を決定し、速やかにメール配信によって家庭連絡を行う。 

  □ 下校時は、気象状況・通学路等の状況を把握し、下校の時期を的確に判断し、早め

に下校させる。危険な状況下では、学校に待機、または緊急時下校（引き渡し）を

行う。 

  □ 臨時休業や下校時刻を早める場合は、市教育委員会、近隣学校間で連携する。 

 ③天候回復後の安全点検 

  □ 学校設備施設の点検、安全確認を行い、必要に応じて適切な措置を講じるとともに、

市教育委員会施設課に報告する。 

  □ 飲料水の衛生基準について必ず確認を行う。 

  □ 通学路の安全点検を行い、状況によっては通学路の変更等必要な措置を講じる。 

 

 

 

１５ 緊急時の非常参集体制 
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（１）災害時の非常参集体制 

   夜間休日、週休日等の勤務時間外に災害等が発生した場合、原則として教職員自身 

  と家族の身の安全を最優先することとする。管理職は、自宅及び家族の安否を確認し 

  た後、参集する。 

   管理職は、参集の必要がある場合は、教職員に参集の指示を出し、被災状況や生徒 

の安否確認等を行うが交通手段の途絶や自宅の倒壊等で参集できない場合は、在宅に 

て学校と連携をとりつつ、生徒の安否確認や保護者との連絡をとように指示をする。 

 

（２）事件・事故時の非常参集体制 

   夜間休日、週休日等の勤務時間外に事件・事故が発生した場合、管理職は教務主任、 

生徒指導主任及び関係教職員に参集を指示する。 

 

（３）教職員の安否確認 

   教職員は、事故・災害等の発生により非常参集体制がとられた場合には、自身の安 

  否状況（自身及び家族の被災状況、自宅の被災状況等）について、管理職に連絡する。 

   校長は、教頭に指示して、全教職員の安否情報を取りまとめるとともに、安否不明

の教職員に対して安否確認の連絡をとる。 

 

１６ 事故・災害発生時の対策本部体制 

（１）事故・災害対策本部の設置基準 

   事故・災害発生時に円滑な組織対応をするために、以下の基準に基づき、警戒本部 

  または事故・災害対策本部を設置する。 

 

本部体制 設 置 基 準 

警戒本部 

（校長・教頭・教務主任・

生徒指導主任・学年主任） 

□ 震度５弱 震度５強 震度６弱の地震が発生 

□ 津波注意報が発令 

□ 大雨警報、洪水警報が発令 

□ 近隣で犯罪等が発生した場合 

□ Ｊアラートが発令 

事故・災害対策本部 

（全教職員） 

□ 震度６強以上の地震が発生した場合 

□ 津波警報、津波大警報が発令 

□ 避難情報（警戒レベル４）が発令 

□ 校区内で発生した災害により、大きな被害が発生し 

  た場合 

□ 本校に緊急避難場所、避難場所が開設された場合 

□ 学校管理下で、死亡事故、重傷・重体の負傷や疾病、 

  その他着重篤な事故や災害が発生した場合 

□ 校区内で多数の被害（犯罪やテロ等）が発生した場 
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  合 

 

（２）指揮命令系統 

   事故・災害発生時の指揮命令系統及び指揮命令者の順位は次図のとおりとし、上位 

  者が不在の場合には代理を務めることにする。なお、事故・災害発生時に校長が不在 

の場合には、本部長代理者より事故・災害に関する情報を迅速に校長に連絡こととし 

場合によっては校長の指示をあおぐ。 

 

 

 

 

  指揮命令者順位 

順位 氏   名 緊 急 連 絡 先 

１ 眞 﨑 広 次（校長） ０９０－７９７５－５６１４ 

２ 宮 本 勝 実（教頭） ０９０－８０６７－４１０７ 

３ 中 村 一 茂（教務主任） ０９０－８７１８－２５４４ 

４ 久 我 大 海（生徒指導主任） ０８０－６３２５－９３５８ 

 

（３）警戒本部 

   校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・学年主任を構成員とし設置する。なお、勤 

務時間中に設置する場合は、生徒及び教職員の安全確保・避難誘導等を実施した後と 

する。業務内容は以下のとおりとする。 

 

班 役    割 

警戒本部 

担当 

校長 教頭 

教務主任 

生徒指導主任 

学年主任 

□ 施設被害状況、異常確認  

□ 災害情報の取集 

□ 緊急時に使用する機材の準備  

□ 宇部市教育委員会への報告  

□ 生徒・教職員の安否確認 

□ ＰＴＡ会長・学校運営協議会長への連絡・報告 

□ 関係機関との連絡調整 

 

 

 

本部長（校長） 副本部長（教頭） 全教職員 
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（４）学校事故・災害対策本部 

   学校事故・災害対策本部の組織体制及び業務内容は以下のとおりとする。だだし、 

事故・災害の状況、または教職員に負傷者等が出た場合には、担当や人員配置等を柔軟 

に変更できるものとする。 

    

班 役    割 

対策本部 

校長（本部長） 

教頭（副本部長） 

教務主任 

□ 事故・災害の情報取集・取りまとめ 

□ 校内の被災状況の把握 

□ 初期対応・応急対策の決定、指示 

□ 各班との連絡調整 

□ 緊急時持ち出し品の搬出・保管 

□ 宇部市教育委員会との連絡調整 

□ 宇部市防災危機管理課との連絡調整 

□ 報道機関への対応 

□ 関係者への聞き取り 

□ 学校再開に向けた対応 

□ 被災生徒の保護者への対応 

□ ＰＴＡ会長・学校運営協議会長との連絡調整 

安否確認 救護 

避難誘導 

生徒指導主任 

担任 

支援員 

□ 生徒・教職員の安否確認 

□ 生徒・教職員の救出・救命 

□ 負傷者の搬出 

□ 安全な避難経路での避難指示・誘導 

□ 生徒・教職員の負傷者の確認 

□ 下校指導及び学校待機生徒の把握 

消火 安全点検 

応急復旧 

庶務 

※初期消火につ

いては発見者 

□ 初期消火 

□ 施設・設備の被害状況の確認 

□ 校内建物の安全点検・管理 

□ 危険箇所の処理、立入禁止処置・表示等 

□ 応急復旧に必要な機材の調達 

救急医療班 

養護教諭 

事務 

□ 医師の確保 

□ 負傷者の保護、応急手当 

□ 救急車の要請、医療機関への連絡、連携 

□ 心のケア 

保護者連絡 

学年主任 

担任 

□ 緊急時下校（引き渡し） 

□ 保護者への連絡 

□ 被災生徒・家庭への連絡 

避難所協力 

教頭 

□ 宇部市防災危機管理課との連携・運営支援 

□ 校舎内の開放等 
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１７ 保護者・教職員への緊急連絡 

（１）保護者 

   保護者への緊急連絡は、以下の方法で行う。なお、緊急時の連絡手段について、年 

度初めに保護者に伝える。なお、災害による通信途絶・停電等により、緊急連絡ができ 

ない場合は、校門付近やふれあいセンター、避難所等に臨時の掲示板を設置し、学校 

からの連絡事項を伝達する。 

【学校から家庭への緊急連絡】 

①一斉メール配信（sigfy） 

  入学時に全保護者メール配信の登録をしてもらい、年度ごとに更新する。 

②本校 HP 

  全校的な連絡事項を掲載する。 

③授業支援アプリ 

  タブレットの「ロイロノート」を活用する。 

【家庭から学校への連絡】 

  ①メール（sigfy） 

②電話連絡 

③授業支援アプリ 

  タブレットの「ロイロノート」を活用する。 

 

（２）教職員 

   教職員の緊急連絡は、一斉メール配信（sigfy）で行う。 
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１８ 関係機関への緊急連絡先一覧 

   事故・災害等発生時に連携する関係機関等の連絡先は以下のとおりである。校長は 

  毎年度初めに担当教職員に指示し、最新の連絡先になっているか確認するものとする。 

 

（１）宇部市公的機関 

機 関 名 電  話 メール・住所 備考 

宇部市教育委員会 

学校教育課 ３４－８６１１ school@city.ube.yamaguchi.jp  課長 

教育施設課 ３４－８６０６ edu-shisetsu@city.ube.yamaguchi.jp   

近隣の学校 

常盤中学校 ３１－１３１３ twj@ube-ygc.ed.jp  

神原小学校 ３１－０１７５ khe@ube-ygc.ed.jp  

見初小学校 ３１－２４３０ mme@ube-ygc.ed.jp  

宇部中央高等学校 ２１－７２６６ 宇部市東梶返４丁目１０－３０  

宇部工業高等学校 ３１－０２５８ 宇部市北琴芝１丁目１番１号  

慶進高等学校 ３４－１１１１ 宇部市西琴芝２丁目１２番１８号  

神原保育園 ２１－４３１１ 宇部市琴芝町２丁目３－３０   

宇部市・公的機関 

宇部市役所防災危機管理課 ３４－８１３９ 宇部市常盤町２丁目７－１  

宇部中央消防署 ２１－６１１１ 宇部市港町２丁目３－３０  

宇部警察署 ２２－０１１０ 宇部市常藤町３－１  

松山交番  宇部市松山町２丁目４－１１ 
電話は宇部警

察署経由 

宇部市健康福祉センター ３１－３２００ 宇部市琴芝町１丁目１－５０   

神原ふれあいセンター ３２－６２８０ 宇部市松山町１丁目５－１６  

見初ふれあいセンター ２１－０３４８ 宇部市昭和町１丁目３－６  

給食センター（給食） ５４－４６４６ 宇部市大字西岐波字山田 1173 番地 242  

 

 

mailto:twj@ube-ygc.ed.jp
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（２）医療機関 

機 関 名 電  話 住    所 備考 

学校医・薬剤師 

ふじもと内科胃腸科医院 ３２－３３１３ 宇部市東梶返４丁目７－７ 藤本 憲史 

松尾歯科クリニック ３６－８４８０ 宇部市寿町３丁目７－１１ 松尾  明 

浅山眼科 ２１－２３２１ 宇部市常磐町１丁目１－４ 浅山 展也 

緒方耳鼻咽喉科クリニック ２１－１３６９ 宇部市小串１丁目１－６８ 緒方 道彦 

壱番薬局 ３２－９１５２ 宇部市昭和町４丁目９－４ 田村 知之 

救急病院  

山口大学医学部附属病院 ２２－２１１１ 宇部市南小串１丁目１－１  

尾中病院 ３１－２１３３ 宇部市寿町１丁目３－２８  

宇部協立病院 ３３－６１１１ 宇部市五十目山町１１６－２３  

宇部記念病院 ３１－１１４６ 宇部市上町１丁目４－１１  

近隣の整形外科 

東整形外科 ３２－００８５ 宇部市恩田町２丁目８－８  

かわかみ整形外科クリニック ３７－３７００ 宇部市野原１丁目５－５  

いけだ整形外科 ３５－０５５５ 宇部市昭和町１丁目４－７  

いそべ整形外科医院 ３２－３３２０ 宇部市松山町１丁目８－２３  

森重整形外科 ３５－７０６０ 宇部市寿町２丁目８－１６  

近隣の外科・脳神経外科 

はらだクリニック ３１－７６２２ 宇部市恩田町５丁目８－５  

吉永外科医院 ２１－６５６０ 宇部市錦町４－１１  

くろかわクリニック ３７－２２５５ 宇部市亀浦１丁目２－２２  

近隣の内科  

ふじもと内科胃腸科医院 ３２－３３１３ 宇部市東梶返４丁目７－７ 藤本 憲史 

近隣の皮膚科 
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今村皮ふ科形成外科 ２１－０８１６ 宇部市松山町１丁目８－２２  

近隣の歯科 

松尾歯科クリニック ３６－８４８０ 宇部市寿町３丁目７－１１ 松尾  明 

田村歯科 ２１－２３１２ 宇部市東本町２丁目１－１２  

白藤歯科 ２１－５４５３ 宇部市明治町１丁目１２－５  

山根歯科 ２１－５５１２ 宇部市常盤町２丁目２－２５  

松田歯科 ２１－３６３１ 宇部市松山町３丁目９－１３  

スマイル歯科 ３２－８２８２ 宇部市西梶返２丁目１－１  

近隣の眼科 

浅山眼科 ２１－２３２１ 宇部市常磐町１丁目１－４ 浅山 展也 

長谷川眼科琴芝クリニック ３６－４６８８ 宇部市北琴芝２丁目５－２１  

近隣の耳鼻科 

緒方耳鼻咽喉科クリニック ２１－１３６９ 宇部市小串１丁目１－６８ 緒方 道彦 

沖中耳鼻咽喉科クリニック ２９－１１３３ 宇部市岬町１丁目２－３３  

 

（３）その他関係機関・組織 

組 織・機 関 名 電  話 住    所 備考 

学校・地区関係者 

ＰＴＡ会長 ０９０－７５０３－６７６７ 宇部市松山町４丁目５－１ 宗像秀之さん 

ＰＴＡ副会長 ０８０－５３００－９４７７ 宇部市寿町３丁目３－３４－４０２ 河本裕樹さん 

ＰＴＡ副会長 ０９０－８２４０－７８６２ 宇部市芝中町１１－４６ 竹内博江さん 

学校運営協議会 会長 ０９０－９０６８－６６０２ 宇部市松山町３丁目６－３ 牧野共明さん 

学校運営協議会 副会長 ２１－０３６０ 宇部市明治町１丁目９－５ 櫻井正明さん 

教育後援会 会長 ０９０－３６３０－３４００ 宇部市東新川３－５ 二木敏夫さん 

琴芝３－１１区自治会長 ０９０－８７１１－７３８４  石井素文さん 

その他 

セコム宇部営業所（機械警備） ３３－５７８５ 宇部市松島町１８－１０ ２４時間対応 
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三宅商事宇部営業所（消防設備） ２２－１２７７ 宇部市西中町２－２７  

宇部市水道局 ２１－２１７１ 宇部市神原町１丁目８－３  

中国電力宇部営業所 ０１２０－６１３－２７７ 宇部市相生町７－３６  

バンジ電気管理事務所（電気事故） ０９０－４５７２－５４６８   

西日本液化ガス宇部支店（ガス） ４３－７４２０ 宇部市東岐波１８６２－１３  

山口合同ガス宇部支店（エアコン） ３１－０１４１ 宇部市神原町２丁目６－７２  

 

１９ 通信・情報収集手段 

（１）校内の情報伝達手段 

   原則校内放送で行うが、災害発生時には、停電等で校内放送設備が使えない可能性 

があるため、校内の情報伝達手段としては以下の手段を備える。 

 

手        段 保 管 場 所 

ハンドマイク（１台） 職員室（保健体育ロッカー） 

ホイッスル（多数）  

電子ホイッスル（３個） 

職員室（保健体育ロッカー） 

体育館（体育倉庫） 

各教職員の携帯電話  

   校内放送が使用不可となった場合は、上記の手段で避難指示や避難誘導等を行う。  

  また、全ての機器等が使用不可の場合は、伝令的な直接的な手段を用いる。 

 

（２）外部との相互通信のための手段 

 本校は宇部市の災害時の緊急避難場所・避難所として指定されており、災害時に宇部

市防災危機管理課との相互通信のため、以下の機器が配備されている。 

 

手      段 保 管 場 所 設  置 場 所 

災害時優先電話 職員休憩室（災害備品置き場） 体育館玄関 
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２０ 緊急時持ち出し物品・重要書類等保管場所 

（１）緊急時持ち出し品 

 

用      途 物      品 保 管 場 所 担当者 

避難に用いる物品 

□ 危機管理マニュアル 

 （関係機関緊急連絡先） 

□ 防災計画・消防計画 

□ 避難確保計画 

職員室 

教頭ロッカー 
教頭 

□ ハンドマイク 

□ ホイッスル 

職員室 

保健体育ロッカー 
生徒指導主任 

応急手当 □ 救急用品セット 保健室 養護教諭 

名簿・連絡先 

□ 引き渡しカード 

□ 生徒緊急連絡名簿 

 （出席簿） 

職員室 
教務主任 

担任 

各種図面 □ 防災設備配置図 事務室 教頭 

 

（２）学校運営上の重要物品・重要書類 

   学校運営に関する重要物品・書類は、災害等の損壊を極力避けるため、以下のとお

り保管する。 

 

重 要 物 品・重 要 書 類 保 管 場 所 

□ 校長印・職印 

□ 指導要録 □ 卒業台帳 

□ 校地・校舎平面図 

□ 校舎等の電気・水道配置図 

校長室 校長室耐火金庫 

□ 教職員人事関係書類 事務室金庫 
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２１ 事件・事故・災害発生時等の情報整理様式 

   事件・事故・災害等が発生時に、教頭は以下の様式で情報を整理し、記録する。情

報については、時系列で整理するとともに、教職員間で情報を共有する。 

   様式については、危機管理マニュアルのファイルに別紙様式で綴じておくとともに 

  職員室共有サーバー（landisk 教頭 学校安全）に電子媒体を保管しておく。 

    

事件・事故・災害等発生時の情報整理様式 

月日 時間 発生状況・概要 学校対応 外部対応 関係機関 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

記録する内容 

□ 事件・事故・災害等の発生状況・概要 

□ 負傷者・被害者の事件・事故・災害発生直後の状況（氏名 学年 保護者氏名 

  症状 応急手当 搬送時刻・搬送先） 

□ 学校の対応状況（時刻 対応者・関係者名） 

□ 学校から外部への連絡状況（時刻 対応者・関係者名） 

□ 警察等関係機関との連携状況 

□ 教育委員会との連携状況 

□ 報道機関等への対応状況 

 

２２ 事件・事故対応記録様式 

   生徒が事件・事故の被害にあった場合には、以下の様式を用いて情報を整理する。 

  様式については、危機管理マニュアルのファイルに別紙様式で綴じておくとともに 

  職員室共有サーバー（ランディスク 教頭 学校安全）に電子媒体を保管しておく。 
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被害生徒 （   ）年（   ）組  氏名 （          ） 

保護者氏名 （          ） ＴＥＬ： 

発生日時 令和   年   月   日（   ）   時   分 

発生場所  

発生状況・概要 

 

 

 

 

原因等 

 

 

 

 

発生後の様子 

 

 

 

 

 

応急処置 

 

 

 

 

搬送先病院 病院名            ＴＥＬ： 

病院等での容態 

 

 

 

保護者への連絡 

対応 

 

 

 

 

備考 
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２３ 家庭との共有 

（１）保護者との共有時期・方法・内容 

   校長は、保護者に対して以下に記載する事項を年度初めに確実に依頼・周知する。 

 ①学校と家庭との情報伝達・連絡方法について 

 学校から家庭へ情報伝達するために、入学時に一斉メール配信の登録を依頼する。 

※学年・部活動 

  □ 学校から家庭への情報伝達 

   ▫一斉メール配信（sigfy）  

▫本校 HP 

      ▫授業支援アプリ タブレットの「ロイロノート」を利用する。 

  □ 家庭と学校との相互連絡手段 

   ▫メール配信（sigfy）  

▫電話 

   ▫授業支援アプリ タブレットの「ロイロノート」を利用する。 

  □ 電話・メールが利用不能な場合の代替手段 

   ▫災害用伝言ダイヤル（１７１） 

   ▫災害用伝言板（Ｗｅｂ１７１） 

   ▫家庭訪問 

   ▫避難所への巡回・掲示板設置 

   ▫本校ウェブサイト 

②各種基準について 

   事故・災害発生時の各種基準について、保護者に周知する。また、宇部市教育委員

会からの文書（警報時等の欠席・遅刻扱い）を配付する。 

  □ 生徒の一斉下校、引き渡し、学校待機の基準 

  □ 災害発生時の臨時休業の判断基準・判断時期・連絡方法 

 

（２）緊急時下校（引き渡し）について 

   年度初めに、緊急時下校（引き渡し）マニュアルを配付し、保護者に周知する。 

   また、毎年近隣の小学校と合同で引き渡し訓練を実施する。 

  ※危機管理マニュアルのファイルに別紙様式で綴じておく。 

 

（３）避難カードの作成 

   県の避難カードを１年生に夏季休業中を利用して、災害発生時の家族での対応を話

し合う機会を設定し、「避難カード」を作成させる。 
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２４ 地域・関係機関等との連携 

（１）連携・協力支援の相手先と内容 

   事前・発生時・事後の危機管理のため。関係機関から協力・支援を受ける事項及び

連携内容は以下のとおりとする。 

 

連携する関係機関等 協力・支援を受ける事項・連携内容 

山口県教育委員会 

宇部市教育委員会 

□ 危機管理体制に関する指導・助言 

□ 学校安全に関する研修 教職員の資質向上 

□ 防災アドバイザー等の専門家の派遣事業 

□ 関係機関・団体等の連絡調整 

□ 学校安全に関する情報提供 

□ 施設設備等の整備 

□ 事故・災害時の状況報告に向けた事前検討 

近隣の学校 

 

□ 不審者情報の共有 

□ 災害対応（臨時休業等）の検討 

□ 合同引き渡し訓練の実施 

□ 一貫教育カリキュラムの作成 

□ 事故発生時の相互サポート 

宇部市防災危機管理課 

□ 宇部市緊急避難場所運営マニュアル 緊急避難場所・

避難所の運営 

□ 避難計画（高潮・津波）の検討 

ＰＴＡ  

□ 不審者情報の共有 

□ 校区内危険個所の情報提供（防犯・交通安全） 

□ あいさつ運動 

□ 事故発生時等における協力 

自治会 □ 防災拠点（緊急避難場所・避難所）の運営 

消防 

□ 避難訓練の指導・支援（講師の派遣等） 

□ 救急救命・応急手当の研修 

□ 救急・病院搬送 

警察 

□ 防犯教室・防犯訓練の指導・支援（講師等の派遣） 

□ 交通安全教室 

□ メディアコントロール教室 

□ 不審者情報の提供 

□ 交通指導 防犯パトロール 
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地域の関係団体 

ふれあいセンター 

□ 不審者情報の共有 

□ あいさつ運動・交通指導 

□ こども１１０番 

□ 事件・事故等発生時の安全確保と見守り 

学校医・薬剤師 
□ 学校の衛生管理 

□ カウンセリング 

 

（２）避難所運営に関する事前協議等 

   本校は宇部市の災害時の緊急避難場所・避難所として指定されており、琴芝・神原

地区の自治会の住民が災害時に避難することになっている。本校は、学校の施設管理

者として、運営に協力するものとする。 

   緊急避難場所運営マニュアルは別紙に示すとおりである。 

 

２５ 避難計画 

   避難を想定する災害の避難計画は以下の表のとおりである。 

 

災害 想定される状況等 一次避難 二次避難 三次避難 

火災 
理科室・調理室等からの出火 

近隣住宅からの延焼 
 

グラウンド 

体育館 
宇部中央高校 

地震 学校施設・設備の損壊や倒壊 
シェイクアウト 

（身を守る） 

グラウンド 

駐車場 

常盤中学校 

宇部高専 

津波 津波被害 浸水  

校舎２階 

宇部中央高校

（最上階４階） 

常盤中学校 

宇部高専 

風水害 
台風 清水川の氾濫 高潮 

ゲリラ豪雨  
 体育館 

校舎２階 

宇部中央高校

（最上階４階） 

風 

竜巻 

雷 

突風、竜巻による施設・設備

の損傷 落雷による負傷 
屋内退避   

弾道ミサ

イル発射 
Ｊアラートによる情報 屋内退避 
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（１）高潮避難計画 

   詳細については、別紙「高潮時避難確保計画」による。 

 ①避難場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ※レベル１（１００年に１回程度の大災害） レベル２（５００年に１回程度の巨大災害） 

 ②避難経路 

   高潮時の避難先は、高潮ハザードマップの想定浸水域および浸水深から、以下の場

所とする。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル※  名 称 移動距離 移動手段 

１ 

避難場所 

宇部市立神原中学校 ― ― 

２ 

宇部市立常盤中学校 １.４ｋｍ 徒歩 

宇部市立恩田小学校 １.４ｋｍ 徒歩 

俵田翁記念体育館 １.１ｋｍ 徒歩 

屋内安全確保 本校 体育館 校舎２階 ― ― 
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施設所在地 宇部市立神原中学校 宇部市東梶返４－８－１ ３１－１７８４ 

避難場所 

１ 宇部市立神原中学校 宇部市東梶返４－８－１ ３１－１７８４ 

２ 

宇部市立常盤中学校 宇部市上野中町３－４０ ３１－１３１３ 

宇部市立恩田小学校 宇部市笹山町１－４－１ ２１－７２９１ 

俵田翁記念体育館  宇部市恩田町４－１－１ ３１－１５０６ 

 

（２）津波避難計画 

 ①避難場所 

   地震発生後の避難場所は下表のとおりとする。なお、津波発生時刻を考慮して、 

  二次避難が適切でないと判断した場合は、校長はただちに三次避難場所への避難を指

示する。 

一次避難 

（初期対応） 

□ シェイクアウト（机の下 低く 頭を守り 動かない） 

□ 落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所 

二次避難場所 □ グラウンド 体育館前駐車場 

三次避難場所 

① 常盤中学校 

② 宇部工業高等専門学校 

※ただし、津波到着時刻や避難経路等の被災状況などから、三次 

 避難場所への避難が困難な場合は、本校２階または、隣接する

宇部中央高等学校の４階に避難し、屋内安全確保を図る。 

 ②避難経路 

  【校内～二次避難場所】 避難開始から完了までの時間の目安 ３分 

   施設や設備の損壊や倒壊がない一番近い出入り口から避難する。 

  【二次避難場所～三次避難場所】 避難開始から完了までの時間の目安 ２０分 

   避難経路は、高潮避難計画に準ずる。 

 ③避難誘導方法 

  【校内～二次避難場所】 

  □ 避難訓練等を活用し、生徒自らが避難経路を判断し、避難することを意識させる。 

  □ 教職員は避難経路の安全を確認し、避難誘導を行う。 

  □ 生徒集会の隊形で集合する。 

  【二次避難場所～三次避難場所】 

  □ 担当者は避難経路の安全確認を実施する。 

  □ 移動時の隊列及び教職員の配置は以下のとおりを基本とする。 

 

 

 

 

３－１ 

 

３－１ 

 

２－２

 

 

２－１ 

 

１－２ 

 

１－１ 先進学級 

 避難誘導担当者（教頭 生徒指導主任） 担任 その他の教職員 養護 
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  □ 負傷者等がいる場合は、保健室の担架で運ぶ。 

  □ 学校に避難してきた近隣の住民と避難する場合は、要配慮者への協力・支援を求め

る。 

  □ 近隣の介護施設から避難要請があった場合は、３年生を中心に一緒に避難をする。 

 ④その他の留意点 

  □ 避難後は、警報等の解除を確認した上で、安全な場所で保護者に引き渡すことを原

則とする。 

    □ 津波到達予想時刻が過ぎても、さらなる避難の可能性を念頭に置き、津波の再襲来

等の情報収集を続ける。 

    □ 余震等に注意し、常に周囲の状況を判断する。 

 

２５ 避難訓練 

（１）避難訓練の計画 

   年間の避難訓練は、下表のとおりである。特に、地震発生後の火災避難・津波避難

訓練は毎年必ず実施する。 

 

時 期 訓    練 災 害 等 予告の有無 

４月 
シェイクアウト訓練（教室掲示） 

ハザードマップの確認（校内掲示） 
地震 高潮 津波 有 

６月 小中合同引き渡し訓練 風水害 事件 有 

１１月 地震・火災複合避難訓練 地震 火災 津波 有 

２月 地震・火災複合避難訓練 地震 火災 津波 無 

その他 不審者対応訓練 弾道ミサイル避難訓練 事件等 有 

   

（２）家庭と連携した訓練の実施 

   家庭と連携した訓練は、下表のとおりである。 

 

時 期 訓      練 

４月 
□ 一斉メール配信（sigfy）を用いた情報伝達訓練。 

  ※テストメール配信も兼ねる。 

６月 

□ 緊急時下校（引き渡し）訓練。 

□ 小学校と合同で実施する。 

□ 風水害・事件発生を想定し、メールを一斉配信し引き渡しを行う。 
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２６ 教職員研修 

（１）校内研修計画 

   校長は、学校安全担当の教職員に指示して、教職員の危機管理能力の資質向上に向

け学校安全に関する教職員の校内研修計画を策定し、学校安全計画に位置付け実施す

る。教職員の校内研修計画は下表のとおりである。 

 

時 期 研  修  内  容 

４月 

□ 危機管理マニュアルの確認（簡易版の読み合わせ） 

□ ハザードマップの確認 

□ 緊急時下校（引き渡し）マニュアルの確認 

□ 食物アレルギー研修 アピペン講習 

６月 
□ 引き渡し訓練 

□ 熱中症対策ガイドラインの確認 

８月 
□ 救急救命訓練（消防署 ＡＥＤ講習） 

□ 備品の所在確認 

１１月 □ 火災・地震複合避難訓練 

２月 □ 危機管理マニュアルの見直し 

 

（２）校外研修の活用 

   校長は、教職員の危機管理能力の資質向上のために、山口県・宇部市教育委員会が

主催する学校安全の研修に、学校安全担当教職員を中心に積極的に派遣し、資質能力

の向上を図るとともに、関連の最新情報の入手に努める。また、復伝の機会を設定す

る。 

 

２７ 安全教育 

（１）本校の学校安全教育の目標 

   本校における安全教育の目標は以下のとおりである。 

 

 

 

    

 

 

（２）教育内容 

   「防犯を含む生活安全」「交通安全」「災害安全（防災）」に関する教育内容を検討し 

自らが適切に判断し、主体的に行動できるよう、安全に関する資質・能力の育成

（自助・共助・公助） 

□ 自らの命を守るために主体的に行動できる力を育成する。 

□ 自分の安全を確保した上で、周囲の人や社会の安全に貢献できる力を育成す

る。 
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  毎年度、学校安全計画を作成し、学校教育活動全体をとおして、計画的に安全教育を 

  実施する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全意識・能力を育む「防犯を含む生活安全」 

□ 「危険予測学習（ＫＹＴ）資料」を活用した演習 

□ 地域安全マップの確認（校内掲示）やこども１１０番の確認 

自他の命を守る「交通安全」 

□ 交通安全教室の実施（４月） 

□ 自転車の安全点検（５月）ヘルメットの着用と自転車保険加入義務化の取組 

□ 交通事故マップの確認（校内掲示） 

□ 通学路の安全点検（１１月 小中合同地域清掃と兼ねる） 

防災対応能力の向上を図る「災害安全（防災）」 

□ 防災出前授業の実施（隔年） 

□ 避難訓練（引き渡し 火災 地震・津波・高潮 不審者）の実施 

□ 「避難カード」の作成（７月） 

□ ハザードマップの確認（校内掲示） 

ＩＣＴ環境を生かした安全教育 

□ デジタル化した「危険予測学習（ＫＹＴ）資料」の活用 

□ 各種防災サイトの活用 

現代的課題への対応 

□ 「生命（いのち）の安全教育」の実施（道徳・特別活動） 

□ 弾道ミサイル発射等を想定した避難訓練・机上演習 

□ 専門家を招いたＳＮＳ等に関する「メディアコントロール」や安全教育 
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１ 傷病者発生時の対応（基本対応） 

 

 

 

 

 

                              複数の教職員が急行 

                       救急補助・連絡等 

 

 

        必要と判断したら速やかに１１９番 １１０番通報 

        または、他者への通報を依頼 

                                 急行 

        状況に応じ近く 

        の教職員が通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      搬送    付き添い 

                 状況報告 

 

            急行 

 

面会等 

 

  

 

 

第３章 発生時（初動）の危機管理 

傷 病 者 発 生 

発 見 者 
□ 発生した事態や状況の把握 

□ 傷病者の症状の確認 

（意識・呼吸・出血等） 

□ ＡＥＤの手配 １１９番通報 

□ 心肺蘇生などの応急手当 

□ 協力要請や指示 

近くの教職員 

または 

生徒 

救急車や警察の出動要請 

養護教諭 

教職員 

指示 

 

報告 
指示 

 

報告 

事故等対策本部 

（重大な事故等の場合） 

医療機関 

保護者 教育委員会 付き添い者は 

逐次状況報告 

校長 教頭 

（管理職） 

不在時は①教務主任 

②生徒指導主任 

 

傷病者発生時 
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２ 一次救命処置の手順と留意点 

  

 

                     

           あり 

 

 なし・判断に迷う 

     

 

 

 

 

 

 

 

なし・判断に迷う 

 

 ※１ 小児は胸の厚さの約１/３ 

 

 

 

                   人工呼吸の技術と意思があれば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要あり 必要なし 

 

 

 

 

※２ 強く、速く、絶え間なく胸骨圧迫を 

 

安全確認 

反応はあるか？   具合を尋ねる 

大声で応援を呼ぶ 

１１９番通報・ＡＥＤ依頼 

通信指令員の指示に従う 

普段どおりの 

呼吸があるか？  

様子をみながら 

応援・救急隊を待つ 

ただちに胸骨圧迫を開始する 

強く（約５ｃｍ）※１ 

速く（１００～１２０回/分） 

絶え間なく（中断を最小にする） 

あり 

胸骨圧迫３０回と 

人工呼吸２回の組み合わせ 

ＡＥＤ装着 

心電図解析 

電気ショックは必要か？ 

市民におけるＢＬＳ（一次救命処置）アルゴリズム 

出典 （一社）日本蘇生協議会 

「ＪＲＣ蘇生ガイドライン２０２０」 

電気ショック 

ショック後ただちに 

胸骨圧迫を再開※２ 

ただちに 

胸骨圧迫を再開※２ 

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に普段どおり

の呼吸や目的のある仕草が認められるまで続ける 
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３ 頭頚部外傷発生時の対応（スポーツ・運動時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし                      なし 

 

 

あり あり あり 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なし あり 

 

 

 

 

【一次救命処置を行う上での留意点】 

□ 意識や呼吸の有無がわからないときはない場合と同じ対応をとること 

□ 突然の心肺停止後には「死戦期呼吸」がみられる場合があること 

□ １１９番通報の電話口で指示・指導が受けられるので、必要な場合は電話を切

らずに指示を仰ぐこと 

□ 新型コロナウイルスなどの感染症への対応のために配慮が必要なこと 

□ ＡＥＤの「小児用電極パット」や「小児用」切り替えスイッチは、未就学児以下 

  の子どもが対象であるため、小学生以上は成人用を用いること 

意識障害の確認例 

● 開眼できない 

● 話すことができない 

● 明らかな運動麻痺 

● けいれん 

● 繰り返す嘔吐 

重度意識障害 

の有無 

頚髄・頸椎損傷 

の有無 

● 強い首の痛み 

● 四肢の痛みやしびれ 

● 異常感覚 

● 力が入らない 

脳震盪（しんとう）症状 

の有無 

● 頭痛、めまい、吐き気 

● ものが二重に見える 

● 打撲前後のことを覚えていない 

● 時・場所などが正確にわからな

い 

● 混乱や興奮 

● ふらつき 等 

なし 

頭
頚
部
外
傷
発
生 

プ
レ
ー
可
能 

１１９番通報 

ＡＥＤの手配 呼吸の確認 

頸部の安静に留意 

意識障害の出現 悪化して動けない 

心肺蘇生の開始 

ＡＥＤの使用 

救急隊の到着を待つ 

呼吸や体動等を再確認 

医療機関 

 

あったがすぐに

回復 

プレーは中止 

要観察 

症状出現 

脳震盪の診断 

もしくは疑い 

段階的復帰 

参考 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

「スポーツ事故対応ハンドブック（フローチャート編）」令和２年１２月 
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４ 熱中症発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【頭頚部外傷を受けた生徒等に対する注意事項】 

□ 意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状であり、意識状態を見極めて、対応

することが重要である。 

□ 頭部を打っていないからといって安心はできない。意識が回復したからといっ

て安心はできない。 

□ 頚髄・頸椎損傷が疑われた場合には動かさないで速やかに救急車を要請する。 

□ 練習、試合への復帰は慎重に。 

★ めまい・失神 

★ 四肢の筋や腹筋がつり、筋肉痛が起こる。 

★ 全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔

吐、頭痛等が起きる。 

★ 足がもつれる。ふらつく。転倒する。突然

座り込む。立ち上がれない。等 

 

熱中症を疑う症状 

熱
中
症
を
疑
う
症
状 

意
識
障
害
の
有
無 

あり 

（疑いも含む） 

１１９番通報 

な
し 

質問をして応答をみる 

 

● ここはどこ？ 

● 名前は？ 

● 今何をしてる？ 

 

★ 応答がない。 

★ 言動がおかしい。 

★ 意識がない。 

★ ペットボトルの蓋

を開けることがで

きない。等 

 

涼
し
い
室
内
へ
の
避
難 

涼
し
い
場
所
に
運
び
、
衣
服
を
ゆ
る
め
て
寝
か
せ
る
。 

水
分
補
給
が
で
き
る
か 

で
き
る 

水
分
塩
分
の
補
給 

 

 

● スポーツドリンク 

  経口補水液 

● 熱けいれんの場合 

  塩分を含んだ飲み物 

  生理食塩水（0.9%） 

症状改善 

できない 

経過観察 

当日のスポーツ 

参加しない。 

改善しない 

病院へ！ 
 

身体冷却 

救急車到着までの間、積極的に体を冷やす。 

効果的な冷却方法 

① 氷水・冷水に首から下をつける。 

② ホースで水をかけ続ける。 

③ ぬれタオルを体にあて扇風機で冷やす。 

※ 迅速に体温を下げることができれば、救

命率が上がります！！ 

すぐに救急車を要請し、同時に 

体を冷やす等の応急手当を行う。 

参考 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

「スポーツ事故対応ハンドブック（フローチャート編）」令和２年１２月 
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５ 食物アレルギー発生時の対応 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒に異変？ 

（食物の関与にこだわらない） 

発見者＝観察者 

□ 生徒から離れず観察 

□ 助けを呼ぶ 

□ 緊急性の判断 

□ エピペン、ＡＥＤの指示 

アレルギー反応がある 

（食物の関与が疑われる） 

原因食物を食べた 

（可能性を含む） 

原因食物を触れた 

（可能性を含む） 

緊急性が高い症状はあるか？ 

５分以内に判断 

〈緊急性が高いアレルギー症状〉 

全身の症状 

□ ぐったり 

□ 意識がもうろう 

□ 尿や便をもらす 

□ 脈が触れにくい 

□ 唇や爪が青白い 

呼吸器の症状 

□ のどや胸が締め付けられる 

□ 声がかすれる 

□ 犬がほえるようなせき 

□ 息がしにくい 

□ 持続する強いせき込み 

□ ぜーぜーする呼吸（ぜん息と発

作と区別できない場合も含む） 

消化器の症状 

□ 我慢できない腹痛 

□ 繰り返し吐き続ける 

 

チームワークが大切 

 

  

□ 緊急時の対応の準備 

 □ エピペンの準備 

 □ ＡＥＤの準備 

 

 

 □ 救急車の要請 

 □ 管理職を呼ぶ 

 □ 保護者への連絡 

 

 

 □ 観察の開始時間 

 □ エピペンを使用した 

時間 

 □ ５分ごとの症状 

 □ 内服薬を飲んだ時間 

 

 

 □ 他の生徒への対応 

 □ 救急車の誘導 

呼びかけに反応がなく 

呼吸がなければ心肺蘇生 

〇 救急車を要請（１１９番） 

〇 ただちにエピペンを使用 

〇 反応がなく、呼吸がなけれ

ば心肺蘇生を行う。 

  ➡ ＡＥＤの使用 

〇 その場で安静にする。立た

せたり、歩かせたりしな

い！ 

〇 その場で救急隊を待つ 

これらの症状のうち 

１つでもあれば 

ぐったり、意識もうろう 吐き気、おう吐がある場合 呼吸が苦しく、あおむけ 

の場合         場合           になれない場合 

 

 

安
静
を
保
つ
体
位 

準 備 

連 絡 

記 録 

その他 

   

参考 文部科学省 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン要約版」 

平成２７年２月 
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１ 近隣で犯罪被害につながる事案発生時の対応 

 

 

必要がない場合 

 

 

       必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  確保されている場合 

  

 

確保されていない 

 

 

 

 

 

 

【ケース別の対応】※ いずれのケースでも、一斉メール配信で情報提供をする。 

ケース 発生時間帯 生徒 教職員 

通学路上で生徒

が被害を受けた 
登下校中 

□ 自宅や学校、子ども１１０番、

商店等に助けを求める。 

□ 緊急時下校（引き渡し） 

□ １１０番通報 

□ 保護者連絡 

校区内に加害行

為の恐れが高い

不審者等がいる 

登校前 □ 自宅待機 □ 学校待機・対応 

□ 必要に応じて

通学路巡回 在校中 □ 学校待機 緊急時下校（引き渡し） 

登下校中 
□ 自宅、学校に避難 

□ 学校待機 緊急時下校（引き渡し） 

□ 安全を確保し。

通学路巡回 

犯罪被害発生時 

学校への第一報 

緊急対応が必要か □ 状況に応じて、警察・

市教育委員会に通報 

□ 防犯対策強化 

緊急対応が必要な事例等 

□ 近隣で犯罪が発生し、犯人が逃亡中。 

□ 凶器をもった不審者が校区内をうろつい

ている。 

□ 不審者の声掛け、連れ去ろうとした。 

□ 登下校中の生徒が、不審者に襲われた。 

安全確保（被害者） 

学校の取組 

□ 情報収集と整理 

□ １１０番通報と市教育委員会への報告 

□ 交番や地域への協力要請 

【負傷者がいる場合】 

□ １１９番通報、応急手当 

□ 保護者への連絡 

犯人や不審者が確保されているか 

登下校の安全確保 

□ 安全確保まで、生徒の保護（学校待機）と緊

急時下校（引き渡し）、自宅待機 

□ 保護者や地域、警察への登下校の見守り要請 

□ 教職員による緊急防犯パトロール 

□ 情報の整理 

□ 緊急保護者会の開催（必要に応じて） 

□ 全校集会 生徒への指導 

□ 再発防止対策の検討と実施 

□ 報告書の作成・提出 

□ 心のケア 

□ 報道機関への対応（必要に応じて） 

□ 保護者対応 
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２ 学校に犯罪予告・不審物等があった場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後対応 
□ 安否確認 □ 緊急保護者会の開催（必要に応じて） □ 心のケア 

□ 報道機関への対応（必要に応じて） □ 報告書の作成・提出 

速やかに保護者へ一斉メールで連絡 避難場所 ①体育館②グラウンド 

 生徒登校前 生徒在校中 生徒登下校前 

生徒 □ 自宅待機 

□ 避難場所へ集合 

□ 緊急時下校（引き渡し） 

□ 一斉下校 

□ 登下校中の生徒は帰 

  宅     

□ 緊急時下校（引き渡し） 

□ 一斉下校 

教職員 □ 学校へ参集 
□ 避難場所へ集合 □ 生徒の引き渡し 

□ 通学路巡回 

不 審 電 話 校内での不審物発見 

電 話 対 応 

□ 気づかれないように注意しつつ、周辺

の教職員に合図（サムアップ）で知ら

せ、電話機のスピーカー機能を入れる。 

□ 電話機の録音機能を使用する。 

□ 電話対応者、周辺教職員それぞれがメ

モをとる。 

□ 落ち着いて、以下の事項をできるだけ

詳しく聞く。 

【爆発物等について】 

● いつ爆発するのか。どこにあるのか。 

● どのようなものか（形状、大きさ等） 

● 仕掛けた理由、要求等。 

【相手の特徴】 

● 性別、年齢 

● 声の特徴（高さ、質、方言等） 

● 周囲の環境音（電車走行音、駅等のアナ

ウンス音等） 

校長（不在の場合は教頭）へ報告  

管理職不在①教務主任②生徒指導主任 

 

周辺の立ち入り 

禁止措置等 

絶対に不審物には

触らない 

□ 付近の生徒を安全な場

所へ遠ざけるように指

示する。 

□ 応援を求め、校長への報

告を依頼する。 

警察（１１０番）通報 

市教育委員会へ第一報 
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３ 不審者侵入時の対応 

 

 

          ★間合いを取り、声かけ「何か御用ですか」「受付までお願いします」 

正当な理由あり 

 

 

正当な理由がない  ★特徴を把握しながら、声かけ「申し訳ございませんが、お帰りく

ださい。」 

                  退去した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           退去しない 

           退去したが、再び侵入した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者以外の学校への立ち入り 

不 審 者 か ど う か 事務室に案内する 

 退去を求める 不審者情報の通報・共有 

□ 警察（１１０番）に通報する。 

□ 市教育委員会へ報告する。 

□ 近隣の学校に連絡し、情報を共有する。 

□ 保護者に一斉メール配信をする。（場合

による） 

□ 不審者とみなすことを躊躇せずに対

応する。（退去を求める前に危害を加

えられることもある） 

【対応のポイント】 

□ 複数の教職員で対応する。 

□ 危害を加えるおそれはないか、凶器を 

  持っていないか確認する。 

 通報する 

□ 教職員への緊急連絡 

□ 警察（１１０番）に通報 

□ 市教育委員会へ緊急連絡・支援要請 

【対応のポイント】 

□ 退去しない場合は、不審者としてみな

す。 

□ 別室に隔離する場合は、対応する教職

員の安全を最優先する。 

□ 生徒等を避難させるか判断する。緊急

放送は、「校長先生、お客様がご来校で

す。校長室までお戻りください。」 

※ すでに別の場所で事件・事故が起こっ

ている可能性もあるので、目の前で 

  起こっていることが全てだと思い込

まないようにする。 

★声かけ「お話をお伺いしますの

でこちらにお越しください。」 

 生徒等の安全を守る 

□ 防御（暴力の抑止と被害拡大の防止） 

□ 不審者の移動措置 

□ 教職員の役割分担 

□ 避難場所の施錠等 

□ 全校生徒への連絡 

□ 緊急放送 

□ 避難誘導 

□ 警察による不審者の確保 

【対応のポイント】 

□ 生徒の安全の確保が最優先である。 

□ 警察が到着するまで暴力を抑止する

ために多くの教職員で防御する。 

   ※教職員の生命・安全も優先。 

□ 生徒等の安否を確認する。避難の経路

とタイミングを判断する。 
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避難場所 ①体育館（施錠） ②グラウンド 

※ 危険場所から遠いところに避難することを原則とする。 

【ケース別の対応 突然の侵入や発見が遅れた場合】 

時間帯 対   応（手順） 

授業中 

（教職員がいる場合） 

① 生徒に危害がおよぶおそれが生じた場合は、教職員は侵入者と 

   間合いを取り、大声で生徒を安全な場所へ逃げるように指示を

する。 

② 教室を出た生徒は、他の教職員に知らせる。 

③ 近くにいる教職員は、生徒の避難経路を確保し、誘導にあたる。 

④ 緊急放送を行い、生徒を避難させる。 

⑤ 警察（１１０番）通報をする。 

⑥ 生徒の安全を確認した後、教職員も避難する。 

⑦ 避難場所では、生徒の人員を確認する。 

昼休み 

休憩時間 

放課後 

（教職員が不在） 

① 発見した生徒は、大声で他の生徒に避難を知らせ、互いに協力

し近くにいる教職員に知らせ、教職員の指示に従って避難する。 

② 知らせを受けた教職員は、他の教職員と協力し、生徒の避難誘

導と職員室への連絡を行う。 

③ 緊急放送を行い、生徒を避難させる。 

④ 警察（１１０番）通報をする。 

⑤ 生徒の安全を確認した後、教職員も避難する。 

⑥ 避難場所では、生徒の人員を確認する。 

 

負傷者がいるか 
いない 

生徒等全員の安否が確実に確認できる

まで、負傷者が「いない」という判断 

はしない。 

  応急手当などをする 事後対応・措置 

 

 

□ 救急隊の到着まで応急手当 

□ 速やかな１１９番通報 

□ 心のケア 

□ 関係保護者への連絡 

【対応のポイント】 

□ 逃げ遅れた生徒等がいないか把握す

る。 

□ 負傷の程度を的確に救急隊に伝える。 

□ 救急車には必ず教職員が同情する。 

□ 情報の整理 

□ 緊急保護者会の開催（必要に応じて） 

□ 全校集会 生徒への指導 

□ 再発防止対策の検討と実施 

□ 報告書の作成・提出 

□ 心のケア 

□ 報道機関への対応（必要に応じて） 

□ 保護者対応 

□ 教育再開の準備 

□ 災害給付等の請求 
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１ 交通事故発生時の対応（基本対応） 

 

 

 

 

 

    ・連絡者を落ち着かせる。 

    ・聞き取り内容は、復唱しながら 

     確認し、必ずメモを取る。 

 

 

 

 

 

 

                   未通報の場合 

 

 

 

 

 

 

事 後 対 応 

□ 情報の整理 □ 報告書の作成・提出 

□ 緊急保護者会の開催（必要に応じて） 

□ 全校集会 生徒への指導 □ 心のケア 

□ 報道機関への対応（必要に応じて） 

現場急行（学級担任・養護教諭）※必ず複数で対応する。 

救急手配・搬送未了 救急搬送済み 

□ 事故現場への急行（救急セット、携帯電話

を携行） 

□ 負傷者等の応急手当 

□ 現場周辺にいる生徒への対応 

（安全確保、行動指示等） 

□ 警察への対応 

□ （必要に応じて）救急車同乗 

□ 学校への状況報告 

□ 搬送先への急行（携帯電話を携行） 

□ 負傷者等の容態把握 

□ 警察対応 

□ 学校への状況報告 

 

交通事故発生時 

交通事故発生の第一報 

電話等の聴き取り 

聴き取り項目 

□ 生徒本人及び相手方の被害（けが等）の程度 

□ 事故の発生場所、発生時刻 

□ 事故の状況（概要） 

□ 加害・被害事故の別 

□ 救急車の手配状況、搬送先 

□ 警察（１１０番）通報の有無 

校長（不在時は教頭）へ報告 

手分けして、以下の対応を指示 

生徒保護者に第一報 

（学級担任） 

情報収集 

市教育委員会へ

の第一報 

（教頭） 

救急（１１９番）通報 

警察（１１０番）通報 

現場からの情報をもとに、以後の

対応を判断 

複数生徒の被災、死亡などの、重大・

深刻な事故の場合は対策本部を設置

し、組織的対応の体制を取る。 

当事者となった生徒への対応（加害者） 

事故後にとった生徒の行動を確認し、

保護者と連携し、支援・指導を行う。 
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２ 交通重大事故発生時の対応（複数生徒の被災、死亡など） 

 

 

 

 

 

第一報の情報共有 校長（管理職）の指示事項・役割分担 

□ 第一報の情報共有（緊急職員会議） 

□ 情報収集 ➡ 情報管理者（教頭）への報告を徹底する。 

   ① 警察、消防からの情報収集 

  ② 事故現場へ複数教職員急行（携帯所持・状況・目撃生徒の確認等） 

□ 連絡 

  ① 被災生徒の保護者への連絡（担任・学年主任） 

  ② 市教育委員会への第一報（教頭） ➡ 協力要請 

□ 報道関係への対応 窓口の一本化（校長・教頭） 

□ 時系列での記録（生徒指導主任） 

 

 

校 長  教 頭 

搬送先病院へ急行 

□ 管理下に場合は謝罪 

□ 保護者への付き添い 

□ 病院関係者等からの情報収集 

□ 学校への連絡 

教職員への指示事項 

□ 情報の集約（情報の一元化） 

□ 市教育委員会への第二報 

□ ハイリスク生徒の把握を指示す

る。（目撃生徒・友人等） 

  ※ 担任も急行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 後 対 応 

□ 市教育委員会への協力要請 

□ 情報の整理 

□ 報告書の作成・提出 

□ 緊急保護者会の開催 

□ 緊急全校集会 生徒への指導 

□ 報道機関への対応 

□ 心のケア（ＳＣ・市県教委から

のチーム派遣） 

交通事故発生の第一報 

教職員の緊急招集 

生徒が死亡した際 

□ 遺体が自宅に戻るまで付き添

う。（長期対応も視野に、教頭

と途中交替） 

□ 遺族の兄弟姉妹がある場合に

は、教職員に配慮を指示する。 

□ 献花等の指示をする。 
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１ 火災発生時の対応（別冊 消防計画による） 

 

 

 

通報 

初期消火 

発見者 

近隣者 

□ 緊急連絡（火災報知器） 機械警備からの消防通報 

□ 初期消火、防火扉の閉鎖等 

□ 消防（１１９番）通報（事務主任） 

 

避難誘導 

安全確保 
全教職員 

□ 生徒・教職員の避難誘導、安全確保 

（グラウンドに避難） 

□ 安全確認（点呼）、生徒の不安等軽減 

 

 

 

 

 

 

消火係 
学年主任 

庶務 

□ 危険箇所への立ち入り禁止措置 

□ 緊急車両の誘導 

□ 初期消火・消火活動の協力 

救護係 
養護教諭 

教育相談担当 

□ 救急処置 

□ 医療機関への連絡・搬送 

□ 心のケア 

搬出係 
教務主任 

事務主任 

□ 搬出活動（重要書類） 

□ 搬出品管理 

 ※ 消火係・搬出係については、教職員の安全・生命を第一とする。 

 

 

事  後  対  応 

危機管理担当班 

校長 

教頭 

教務主任 

生徒指導主任 

□ 情報の整理  

□ 報告書の作成・提出 

□ 緊急保護者会の開催 

□ 全校集会 生徒への指導  

□ 報道機関への対応 

□ 再発防止策検討 

心のケア担当班 
養護教諭 

教育相談担当 

□ 心のケア 

□ ＳＣ・市県教委からのチーム派遣を要請する。 

 

災害発生時 

火 災 発 生 

統括・指揮 管理職 
□ 現場の状況を確認し、全体を指揮する。 

□ 情報収集（情報の一元化） 
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２ 地震（津波）発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   庶務 

 

 

                   火気使用中 

 

 

 

 

 

                   教務主任 事務主任 

 

 

                    

 

 

 

              管理職に報告 

 

                        養護教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

（緊急地震速報発令）  

 

校長 教頭 教職員 生徒 

安全確保 

「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所へ 

一次避難 シェイクアウト 

冷静な声かけ・指示 自らの身体

を守る行動 

揺 れ が お さ ま る 

情報収集 

□ 震源地・震度 

□ 津波関連情報 

□ 火災発生の有無 

ガス元栓の確認 

火の始末 

避難の意思決定 

□ 緊急校内放送 

□ ハンドマイク 

避難経路安全確保 

避難誘導開始 

避難誘導 避難行動開始 

※生徒自らが判

断し、避難する 

場合もある。 

非常持ち出し品等搬出 

二次避難場所 

□ 人数確認 安全確認 

□ 不明者がいた場合

は捜索 

□ 負傷者の確認  

 

避難場所

にて整列 

負傷者 応急手当 

安全確認 情報収集の継続 

□ 津波関連情報 

□ 近隣の被災情報 

    津波浸水の危険 近隣火災の延焼 液化現象等（二次避難場所が危険となる可能性） 

避難誘導 さらなる避難の

意思決定 

避難経路安全確保 

避難誘導開始 
避難行動開始 
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シェイクアウト 

 

 

 

 

事 後 対 応 

□ 生徒や保護者の安否確認 

□ 保護者対応（家庭での被災状況等） 

□ 情報の整理 □ 報告書の作成・提出 

□ 避難所の支援（緊急避難場所・避難所） 

□ 緊急時下校（引き渡し） 

□ 報道機関への対応（必要ならば） 

□ 心のケア 

安全確認 三次避難場所 

□ 人数確認 安全確認 

□ 不明者がいた場合

は捜索 

□ 負傷者の確認と応

急手当 

□ 生徒の不安緩和 

避難場所

にて整列 

二次避難場所 ①グラウンド ②体育館前駐車場 

三次避難場所 ①常盤中学校 ②宇部工業高等専門学校 

※ 避難計画による。 

災 害 対 策 本 部 の 設 置（全教職員） 

情報収集の継続 

□ 津波関連情報 

□ 近隣の被災情報 

市教育委員会へ報告

保護者へ連絡 

（一斉メール配信）

 

地震から命を守る３動作 
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３ 台風等の暴風・風水害・土砂災害発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ※ 内閣府防災ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改訂（令和３年度）」 

 

（１）風水害・土砂災害発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 

 

 

 

宅 

 

 

 

時 

 

 

一 

 

斉 

 

メ 

 

｜ 

 

ル 

 

配 

 

信 

災害発生危険度が高い場合、最新の気象情報を定期的に確認する。 

テレビ 

ネット 

メール 

天気予報 データ放送（ｄボタン） 

気象庁ＨＰ 防災やまぐちＨＰ 気象庁キキクル（危険度分布）

布） 
山口県土木防災情報システム 

休校や緊急時下校の判断は、避難情報に関するガイドラインを参考にする。 

管理職等（教務主任・生徒指導主任含む）の緊急協議 

校長の指示事項 対応の情報共有 

【基本的な対応】 

警報等 学校 対    応 

□ 氾濫危険情報 

□ 氾濫警戒情報 

□ 洪水警報 

□ 土砂災害警戒情報 

□ 大雨警報 

□ 記録的短時間大雨 

  情報 

休校 

□ 早朝６：００の段階で、警報が発令された 

  場合は、市教育委員会と協議の上、休校とす

る。 

□ 近隣の小学校と連絡をとり、合わせる。 

□ 前日に想定できる場合は、前日に連絡をす

る。 

□ 大雨・洪水注意報 

□ 氾濫注意情報 登校 

授業 

□ 平常通りに登校する。（安全確認をする） 

□ 自宅待機の場合は、安全確認後、登校させる。 

□ 状況が悪化した場合、総下校、緊急時下校 

  （引き渡し）で対応する。 

※ 警戒レベル３「災害のおそれあり」以上は、原則休校とする。 

※ 特別支援学級は、実情に応じ警戒レベル２でも休校等の対応が必要で

ある。 
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在 

 

 

校 

 

 

時 

 

 

緊 

 

急 

 

対 

 

応 

 

留意点 
災害発生時は、生徒の安否確認が急務である。家庭や住居の被災状況等を早急に確認し 

必要に応じてケア対策を講じる。 

 

（２）台風等暴風発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 

 

 

 

宅 

 

 

 

時 

 

一 

 

斉 

 

メ 

 

｜ 

 

ル 

 

配 

 

信 

気象情報に基づき、今後の見通しも踏まえ、対応を決定する。 

警報等 学校 対    応 

□ 氾濫危険情報 

□ 氾濫警戒情報 

□ 洪水警報 

□ 土砂災害警戒情報 

□ 大雨警報 

□ 記録的短時間大雨 

  情報 

登校 

授業 

↓ 

中止 

□ 災害発生の危険が高まっている場合は、気象

情報を定期的に確認する。 

□ 生徒の下校に危険が想定される場合は、必ず

学校待機とする。または、緊急時下校（引き

渡し）を行う。状況により、２階に避難する。 

□ 天候が回復した後は、通学路の安全を確認後 

  総下校させる。 

※ 警戒レベル３「災害のおそれあり」以上は、授業を中止とし、原則学

校待機・緊急時下校（引き渡し）とする。 

管理職等（教務主任・生徒指導主任含む）の緊急協議 

校長の指示事項 対応の情報共有 

【基本的な対応】 

警報等 学校 対    応 

□ 台風接近 

□ 暴風警報 

□ 竜巻注意情報 

 

休校 

□ 休校の連絡は前日に行う。 

□ 台風の進路変更など、天候が急変した場合な 

  ど、早朝６：００の段階で、暴風警報が発令

した場合は、休校とする。 

□ 近隣の小学校と連絡をとり、合わせる。 

□ 大雨・洪水注意報 

□ 暴風注意報 登校 

授業 

□ 平常通りに登校する。（安全確認をする） 

□ 自宅待機の場合は、安全確認後、登校させる。 

□ 状況が悪化した場合、総下校、緊急時下校 

  （引き渡し）で対応する。 

※ 警戒レベル３「災害のおそれあり」以上は、原則休校とする。 

※ 特別支援学級は、実情に応じ警戒レベル２でも休校等の対応が必要で

ある。 

校長の指示事項 対応の情報共有 
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在 

 

 

校 

 

 

時 

 

 

緊 

 

急 

 

対 

 

応 

 

４ 落雷防止の対応 

（１）安全配慮 

 

 

 

 

（２）事前の対応 

 

 

 

（３）落雷の兆候（サイン）➡ 避難 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

気象情報に基づき、今後の見通しも踏まえ、対応を決定する。 

警報等 学校 対    応 

□ 台風接近 

□ 暴風警報 

□ 竜巻注意情報 

 

登校 

授業 

↓ 

中止 

□ 災害発生の危険が高まっている場合は、気象

情報を定期的に確認する。 

□ 生徒の下校に危険が想定される場合は、必ず

学校待機とする。または、緊急時下校（引き

渡し）を行う。 

□ 天候が回復した後は、通学路の安全を確認後 

  総下校させる。 

※ 警戒レベル３「災害のおそれあり」以上は、原則学校待機・緊急時下

校（引き渡し）とする。 

校長の指示事項 対応の情報共有 

学校関係者は、生徒が屋外で活動中、落雷の予兆があった場合は、速やかに活

動を中止し、危険性がなくなると判断されるまで、安全な場所に避難し、生徒

の安全確保を最優先しなければならない。 

□ 気象情報を確認し、雷注意報が発令された場合は、生徒の安全を最優先し、

屋外での活動を中止する。 

 

積乱雲の接近 

 真っ黒い雲の接近 雷鳴 急な冷たい風 

□ 屋外活動を中断し、速やかに屋内に避難する。 

□ 下校前の場合は、必要に応じて生徒を待機させる。保護者に連絡し、安全が確

認された後、下校させる。 
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１ 弾道ミサイル発射等への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

Ｊアラート 弾道ミサイル発射情報 避難の呼びかけ 

行動の基本 

「姿勢を低くし、頭を守る」 

避難行動 

【屋外にいる場合】 

□ 近くの建物の中や地下に避難し、床に伏せて頭部を守る。（可能であれば頑丈な建物

が望ましいが、近くにない場合はそれ以外の建物に避難） 

□ 近くに避難できる建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。 

【屋内にいる場合】 

□ できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する。 

□ 床に伏せて頭部を守る。  

姿勢の一例 

日本に落下する可能性ある 日本の上空を通過 日本の領海外の 

海域に落下 

直ちに避難を呼びかけ 

落下場所等についての情報 

追加情報があるまで引き続

き屋内避難を継続する 

追加情報 

ミサイル通過情報 落下場所等の情報 

屋内避難は解除 

□ 不審なものを発見した場合には、決して近寄ら

ず、直ちに警察、消防や海上保安庁に連絡する。 
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１ 生徒の安否確認 

（１）安否確認の判断基準 

   校長は、下記の基準に該当する場合、その他必要と判断した場合は、教職員に指示

して、生徒の安否を確認する。確認は、電話連絡とするが、家庭訪問等をする場合は

教職員の生命・安全第一とする。 

 

 安否確認実施基準 

在校中 

校外学習中 

□ 事故・災害等の発生により、その場で身を守る行動（一次避難） 

  以上の避難行動をとった場合 

登下校中 

□ 震度５弱以上の地震が発生した場合 

□ 高潮警報、津波警報・大津波警報が発令された場合 

□ 大雨に関する警戒レベル３「災害のおそれあり」以上が発表され

た場合 

□ 市内で突風・竜巻・雷による被害が発生した場合 

□ 通学路上で、河川の氾濫、土砂崩れ、その他の災害が発生した場

合 

□ 校区内で不審者情報が入った場合 

学校管理外 

□ 震度５弱以上の地震が発生した場合 

□ 校区内で、津波、気象災害、土砂災害等による大きな被害（避難

所が開設されるレベル）が発生した場合 

□ 校区内で、凶悪な犯罪や多数の被害（テロ等）が発生した場合 

 

（２）安否確認の役割分担・方法 

   安否確認の役割分担・方法は、原則として下表のとおりとする。校長は、安否確認

をする教職員が不在・被災等で対応困難な場合は、直ちに代理の者を指名する。 

 

 役割分担 方  法 

在 

校 

中 

授業中 各授業の担当教職員 

名簿を用いる 休憩時間 放課後 
学級担任 

学校行事中 

 

 

第４章 事後の危機管理 
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 役割分担 方  法 

校外学習中 引率教職員 名簿を用いる 

登下校中 

学級担任 保護者連絡先へ連絡 

学年主任 

学級担任以外 
分担して通学路をたどる 

学校管理外 学級担任 保護者連絡先へ連絡 

 

   なお、災害等の影響により、保護者連絡先への電話・メールによる連絡ができない

場合には、以下の方法を代替手段として、安否確認の連絡をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、教職員が安否確認のため、通学路、各家庭、避難等へ赴く場合には、以下の

対応を取り、二次被害を防止する。 

  □ 校区内の被災状況等に関する情報を収集し、危険個所等を把握する。 

  □ 原則として二人一組で行動し、単独行動は避ける。 

  □ 携帯電話などの連絡情報手段を携行し、学校にテ時連絡をするなど、連絡が途絶え

ないようにする。 

 

（３）安否確認時に収集する情報と集約方法 

   安否確認の内容と情報の集約・報告は以下のとおりとする。 

 

 安 否 確 認 の 内 容 

在校中・校外学習中 □ 負傷の有無 

登下校中 □ 負傷の有無  □ 自宅、家族の被災状況 

学校管理外 □ 「災害用生徒安否確認様式」に記載事項 

 

   

 

 

□ 災害用伝言ダイヤル（１７１） 災害用伝言板（Web１７１） 

□ ＳＮＳ 

□ 家庭訪問（不在に場合はメモ等を残す） 

□ 避難所への巡回 

□ 下記の方法による保護者への「学校への連絡」を呼びかけ 

  ▪ 本校ホームページへの掲載 ▪ 学校入り口（正門）への掲示  

 ▪ 避難所への掲示 ▪ 自治会を通じての伝言依頼  

安否確認担当 
安否情報集約担当 

（学年主任・教頭） 
校長 市教育委員会 

集約結果の報告 

報告 
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災害用生徒安否確認様式 

     年  組  記入担当者（         ） 

No. 氏 名  確認日時 確認方法 
本人の安否 

（負傷の有無） 

家族の安否 

自宅の被害 

避難先 

連絡方法 
備考 

１        

２        

３        

 

２ 総下校・緊急時下校（引き渡し）・学校待機 

（１）総下校・緊急時下校（引き渡し）・学校待機の判断 

   事故・災害等が在校中に発生した場合（生徒が登下校中、本校へ避難してきた場合

も含む）には、以下のとおり対応する。 

 ①事故・災害等に関する情報収集 

   校長は、情報収集担当者（教頭 教務主任）に指示し、多様な手段を活用して、事

故・災害等の発生状況・被害状況及び今後の見通し等に関する情報を収集する。 

 ②総下校・緊急時下校（引き渡し）・学校待機の判断 

   校長は、得た情報をもとに総合的に勘案し。下記の判断基準をもとに、生徒の総下

校・緊急時下校（引き渡し）・学校待機を判断する。 

   なお、十分な情報が得られない、今後の状況が見通せないなど不確定要素がある場

合は、生徒の安全を最優先とした判断を下す。 

 

判  断  基  準 対  応 

下記のすべての条件を満たす場合 

□ 震度４以下、津波警報・大津波警報の発令なし 

□ 避難情報等警戒レベル３以上の発令なし 

□ 大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報の発令なし 

□ 校区内に被害発生なし 

□ 担当教職員の校区内巡回により、通学路の安全確認済 

総下校 

下記のすべての条件を満たす場合 

□ 震度５弱以上の地震 

□ 津波警報・大津波警報の発令なし 

□ 避難情報等警戒レベル４以上の発令なし 

□ 校区内に大規模な被害発生なし 

□ 不審者の身柄拘束済み 

緊急時下校（引き渡し） 
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判  断  基  準 対  応 

下記のいずれかに該当する場合 

□ 津波・大津波警報の発令 

□ 避難情報等警戒レベル４以上の発令 

□ 竜巻注意情報の発令 

□ 校区内に大規模な被害発生 

□ 校区内で不審者・犯罪者が出没（身柄拘束未了） 

学校待機 

 

（２）総下校 

   校長は、総下校の実施を判断した場合、以下の対応を指示する。 

    □ 総下校時刻を決定する。 

  □ 一斉メール配信で保護者に連絡をする。 

  □ 地域や保護者に見守りを依頼する。 

  □ 教職員へ通学路の巡回を指示する。 

  □ 市教育委員会に報告する。 

 

（３）緊急時下校（引き渡し） 

   別紙様式による。 

 

（４）学校待機 

   校長は、学校待機と判断した場合、以下の対応を指示する。 

 

災害対策本部 

校長 

教頭 

教務主任 

□ 担当教職員に指示して、校舎・体育館等の点検を指示する。 

□ 待機場所を決定する。 

  ①各教室 ②２階教室 特別教室 ホール 

  ※ 体育館は緊急避難場所・避難所として指定されているので 

   使用しない。 

□ 保護者に一斉メール配信で連絡をする。 

□ 事故・災害等に関する情報の継続収集 

□ 市教育委員会への報告 

□ 災害備蓄品を確認する。 

□ 心のケア 

学級担任 □ 学級別に生徒の保護にあたる。 

その他の教職員 □ 災害対策本部の指示に従い、必要な対応をとる。 
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（５）校外活動中の対応 

   校長は、校外活動中に事故・災害等が発生した場合、引率責任者と連絡・協議の上 

  校外活動の中止及び生徒の緊急時下校（引き渡し）を判断する。通信手段の途絶によ

り、校長と校外活動中の教職員と連絡が取れない場合には、引率責任者が校長に代わ

り、この判断を下す。 

   校外活動中の中止、緊急時下校（引き渡し）の判断については、上記の判断基準に

準ずるものとし、生徒の安全を最優先とした判断を下す。 

   校外活動を中止と緊急時下校（引き渡し）を決定した後は、校長は以下の対応を指

示する。 

 

災害対策本部 

校長 

教頭 

教務主任 

□ 現地引渡し場所の安全を確認し、引き渡し場所を決定する。 

□ 保護者に一斉メール配信で連絡をする。その場合、保護者の安

全を最優先する。（無理に引き渡しの場所に来ない） 

□ 引き渡し状況に関する情報の集約をする。 

□ 市教育委員会への報告 

□ 事故・災害等に関する情報の継続的収集 

引率責任者 

引率教職員 

□ 引き渡し場所の安全確認、学校（本部）へ報告する・ 

□ 引渡しの準備 

□ 生徒の安全を確保しつつ、引き渡しの場所へ移動する。 

□ 事故・災害等に関する情報の継続的収集 

□ 引き渡しの実施 

□ 引き渡し状況の学校（本部）への報告 

□ 残っている生徒の保護 

 

３ 被災生徒等の保護者への対応 

（１）事故・災害等発生時の連絡  

校長は、事故・災害等が発生し児童等が被災した場合、自ら又は他の教職員に指示 

して、当該児童等の保護者に以下のとおり速やかに連絡を入れる。  

□ 第一報：事故・災害等の発生後、できるだけ速やかに連絡する。その際、事故等の

概況、けがの程度、応急処置・救急搬送依頼の状況など、最低限必要とする情報を

整理した上で、提供する。 

□ 第二報：事故等の状況や被害の詳細、搬送先の医療機関名など、ある程度の情報が

整理できた段階で連絡する。 

 

（２）担当窓口の指名  

校長は、事故・災害等が発生し被災した児童等の保護者等に対応するため、連絡・ 

支援等の窓口となる担当者を以下のとおり指名する。 
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事故・災害等の状況 窓口担当者 

□ 死亡事故  

□ 治療に要する期間が、おおむね１か月以上の負傷や疾病 

□ その他、複数の児童・教職員が被災するなど 重篤な事 

 故・災害等 

教頭 

□ その他の事故・災害等 学年主任 

 

   ただし、上記の窓口担当者が当該事故・災害等に直接関係した者である場合、又は 

被災児童等の保護者から別に希望があるなど特段の事情がある場合は、上記の定めに 

よらず別の教職員を窓口担当に指名する。 また、多数の生徒等が被災した場合、教職

員も被災した場合など、上記の規定では 対応の困難な事態が発生した場合には、速や

かに市教育委員会に支援を要請し、被災者それぞれの保護者・家族に連絡・支援等を

行う体制を確立する。  

なお、被害生徒の保護者への支援は継続的に行う必要があることから、人事異動に 

より窓口担当者が交代する場合には、十分な情報共有と引継ぎを行う。 

 

（３）対応上の留意点  

窓口担当者を介した被災生徒等の保護者への対応に当たっては、以下の点に留意す 

る。 

□ 被災生徒等の保護者の心情に配慮し、丁寧な対応を心がける。  

□ 事実に関する情報を、できる限り迅速に、かつ正確に伝える。 

□ 被災生徒等の保護者が希望する場合には。スクールカウンセラーやその他専門機関 

  の紹介・情報提供を行い、相談・支援が受けられるようにする。 

□ 事故・災害等発生後の段階に応じて、以下のような継続的な支援を行う。 

 

応急対応終了後 

□ 応急手当など発生直後の対応が終了した後は、できる限り

迅速かつ確実に事実確認を行い、学校側が知り得た事実を

正確に伝える。  

□ 基本調査の実施予定について伝える。 

基本調査段階 

□ 基本調査の経過及び結果について、説明する。 

□ 基本調査の取りまとめに時間を要する場合は、必要に応じ

て経過説明を行うこととし、最初の説明は調査着 手から一

週間以内を目安とする。 

□ 今後の調査（詳細調査への移行等）について説明し、保護

者の意向を確認する。 

詳細調査段階 

□ 詳細調査の実施主体（市教育委員会）が実施する 調査の経

過報告・最終報告や、保護者の意向確認に、必要に応じて協

力する。 
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□ 在校生徒への説明、緊急保護者会等による他の保護者への説明、報道発表などを 実

施する場合は、実施について了解を得るとともに、発表内容を確認していただく。 

特に、氏名、年齢、傷病の程度、傷病に至った経緯など、プライバシーに関わる情

報に関しては、公表の可否を必ず確認する。 

 □ 被災生徒等が死亡した場合は、特に次のような点に配慮する。 

 ● 被災生徒等の保護者の意向を確認の上、学校として通夜や葬儀への対応方針を定 

める。  

● 被災生徒等の保護者が学校との関わりの継続を求める場合は、他の生徒等の気持

ちにも配慮しつつ、学級に居場所を作るなどの工夫をする。  

● 被災生徒等の保護者の意向を確認の上、卒業式など学校行事への参列についても

検討する。 

● 被災生徒等の兄弟姉妹が在校している場合は、そのサポートを行う。兄弟姉妹が 

他校に在校している場合は、当該校と連携してサポートを行う。 

 

４ 生徒等、保護者への説明 

校長は、事故・災害等が以下の基準に該当すると判断される場合、在校生徒及び保 

護者に対してその概要等を説明する機会を設け、憶測に基づく誤った情報や不安等の

拡大防止に努める。なお、説明を実施するに当たっては、事前に被災生徒等の保護者に

対して説明内容の確認を依頼し、説明実施についての承諾を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生徒への説明  

生徒に対しては、緊急集会等の開催、又は学年・学級ごとの説明を行い、事故・災害

等の概要を説明する。その際、心のケアに配慮し、必要に応じてスクールカウンセラー

の支援・助言を受ける。 

 

（２）保護者への説明 

保護者に対しては、まず文書にて情報提供した上で、必要に応じて緊急保護者会等 

  を開催する。 

  【保護者あて文書の記載内容例】 

  □ 事故・災害等の概要（判明した事実の概要） 

  □ 休校措置・再開の目途など 

  □ 保護者説明会の開催予定 

【生徒・保護者への説明を実施する事故・災害等の基準】 

□ 死亡事故  

□ 治療に要する期間が、おおむね１か月以上負傷や疾病  

□ 複数の生徒・教職員が被災するなど重篤な事故・災害 

□ その他、報道・インターネット等を通じて、生徒・保護者が見聞する可能性が

高いと考えられる事故・災害 
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  □ 心のケア等の関する取組 

  □ その他、その他と考えられる事項 

【緊急保護者会における説明内容例】 

□ 事故・災害等の概要（発生日時、場所、被害者、被害程度等） 

□ 被害者への対応（その後の経過、保護者との連携状況 等） 

□ 今後の対応（心のケア、安全対策、休校措置、関係機関との連携等） 

□ 保護者への協力依頼事項（家庭での配慮、地域情報の提供等） 

なお、緊急保護者会等を開催する場合には、ＰＴＡや学校運営協議会と協議の上、 

希望する保護者が可能な限り参加できるよう、その開催日時等について配慮するとと

もに、出席できなかった保護者への対応についても検討する。 

 

５ 報道機関への対応 

   校長は、報道機関への対応が必要と判断された場合、市教育委員会に連絡し、学校

委員会のいずれが対応窓口となるかについて協議する。協議の結果、学校にて対応す

ることとなった場合は、校長が窓口担当者となり、窓口の一本化を図る。なお、校長

が事故・災害等の対応に専念する必要がある場合、多数の報道機関への対応が必要と

なるなど学校単独での対応が困難な場合は、市教育委員会に支援を要請する。 

   また、多数の取材要請がある場合は、市教育委員会と協議の上、その支援を受けて、

時間・場所を定めた記者会見を行う。また、取材が長期化する場合は、記者会見の定

例化を検討する。基本的な対応は、以下の表のとおりである。 

 

 

 

 

 

留 

 

 

 

意 

 

 

 

点 

① 誠意ある対応  

     報道を通じて、学校の対応状況や今後の方針等が広く保護者や地域に

伝えられることを踏まえ、学校と報道機関との信頼・協力関係が保たれ

るよう、取材には誠意をもって対応する。 

② 正確な事実情報の提供 

    個人情報、人権などに最大限配慮しつつ、事実に関する正確な情報を

提供する。このため、発表内容については、以下の点に留意する。 

 ▪ 可能な限り、警察・消防など当該事故・災害等への対応に関わった関係

機関の情報等を収集し、事実確認を行う。 

  ▪ 事前に被災生徒等の保護者の意向を確認し、発表内容についての承諾を

得る。 

▪ 市教育委員会に、発表内容の確認を依頼するとともに協議を行う。 

③ 報道対応チームを立ち上げ、窓口の一本化を図る。 

④ 公平な対応 

   報道機関ごとに提供する情報の量・質に差異が生じないよう公平な対

応に努める。このため、報道機関への発表内容は、文書として取りまと

め、 これを配布し、当該文書に記載された範囲を大きく超える内容につ

いて一部報道機関のみに提供することのないよう留意する。 
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留 

 

 

 

意 

 

 

 

点 

⑤ 明確な回答 

   取材への回答で誤解等が生じないよう、以下の点に留意する。 

 ▪ 確認の取れた事実のみを伝え、憶測や個人的な見解を述べることは避け

る。 

 ▪ 把握していないこと、不明なことは、その旨（「現時点ではわからない」

等）を明確に伝える。 

  ▪ 決まっていないこと、答えられないことは、その旨を理由とともに説明

し、回答できる時期の見込み等を示す。 

 ▪ 説明に誤りがあったことが判明した場合は、直ちに取材者に訂正を申し

出る。 

 ▪ 説明資料や想定問答等を事前に準備する。 

⑥ 報道機関への要請 

   報道機関の取材により学校現場に混乱が生じるおそれのある場合は、 

取材に関しての必要事項等を文書として提供し、報道機関へ協力を要請 

する。  

〈取材に関する必要事項礼〉  

▪ 校地・施設内の立ち入り可能箇所、取材場所・時間  

▪ 生徒、教職員への取材（撮影、録音）の可否  

▪ 報道資料の提供（記者会見）の予定 など 

⑦ 取材者の確認と記録 

   取材を受ける際には、取材者（社名、担当者氏名、電話番 号など連絡

先）を確認し、取材内容とともに記録を残す。 

⑧ 取材記録・新聞記事等を一元的に集約し保存する。 

 

６ 避難所開設の協力 

（１）避難所開設の基本方針 

   本校は、宇部市の「地域防災計画」により、災害時の緊急避難場所・避難所として

指定されている。 

   本校に避難所が設置された場合、教職員は、生徒の安全確保及び学校機能の維持・ 

教育活動の早期再開を最優先としつつ、施設管理者として避難所の設置・運営に協力 

する。 

 

（２）避難所開設・運営支援の実施事項  

本校に避難所が開設される場合の対応については、別途、宇部市の「緊急避難場所・

避難所運営マニュアル」に従うものとする。  

なお、上記の避難所開設・運営マニュアルに定める本校の主な役割は、以下のとお 

りである。  

□ 施設管理者としての校舎等の安全確認、危険個所の立入禁止措置 

□ 事前に定めた避難所としての学校施設の利用方法（避難所空間配置図）に基づく 避



75 

 

難所利用スペースの確認、その他スペースの立入禁止措置  

□ 市災害対策本部（防災危機管理課）より派遣された避難所担当職員への支援 

□ 避難所運営組織の会議への出席・協議参加 

□ 校長は、市災害対策本部より本校に避難所を開設する旨の連絡を受けた場合、避難 

所支援担当の教職員に指示して、上記の対応を行う。なお、避難所が２日間を超え 

て継続的に設置される場合は、避難所支援担当を交替制として担当教職員の負担を 

軽減するよう配慮する 

 

７ 生徒等の心のケア 

（１）心身の健康状態の把握 

   校長は、事故・災害等が発生した後、被災した生徒及び事故・災害等の目撃などに 

より心身の健康に影響を受ける可能性がある生徒（以下、「当該生徒等」とする。） に

ついて、各教職員に以下の対応を指示して、その心身の健康状態を把握する。 

 ①学級担任 

   当該生徒等の健康状態を把握する。また必要に応じて、保護者と連絡を取って、生

徒の状況等について情報収集を行う。これらの情報については、養護教諭・教育相談

担当に提示する。 

 ②保護者等からの情報収集 

学級担任から保護者に「身体状況等調査票」を配布し、記入の上、学級担任まで提出

を求める。学級担任は、内容を確認の上、養護教諭・教育相談担当に提示する。 

③養護教諭・教育相談担当 

学級担任から提示された情報、及び保健室を訪れる生徒の状況等を基に、全体的な傾

向及び個別生徒の状況を把握・整理し、管理職に報告する。 

 ④その他の教職員 

   当該生徒等について注意深く観察し、気付き事項を学級担任及び養護教諭・教育相 

談担当に連絡する。 

 

（２）トラウマ反応への対応 

   危機発生直後、強いストレスにさらされたことのある生徒にトラウマ反応が現れた 

場合は、下記の点に留意して対応する。 

  □ 穏やかに子供のそばに寄り添う。 

    □ 「大変な出来事の後には、このような状態になることがあるけれど自然なことだ よ」

などと伝える。 

 

（３）心のケア体制の構築  

校長は、（1）に基づき必要と認める場合には、以下のとおり「心のケア委員会」を  

立ち上げ、当該生徒等に対する心のケア体制を確立する。 

 

 



76 

 

構成員 □ 校長 □ 教頭 □ 教務主任 □ 生徒指導主任 □ 養護教諭 

□ 教育相談担当 □ 当該生徒等の学級担任 

 【必要に応じ、以下の参加も要請する】  

□ スクールカウンセラー □ スクールソーシャルワーカー 

□ 学校医 

協議・ 

検討事項 
□ 当該生徒等の健康状態に関する情報の把握・共有  

□ 対応方針（全校対応、学級対応、保健室対応等の対応規模、地域

の専門機関等による支援の要否、など） 

□ ケア・指導の方法（個別ケア、集団指導等） 

□ 保護者等からの相談窓口設置の要否 

□ 教職員間の役割分担（ケア・指導の主担当者等） ＊専門機関等

の支援者の役割分担・支援内容  

□ 教職員への情報提供、教職員向け研修等の実施要 

 

（４）関係機関等との連携  

校長は、当該生徒等の心のケアを実施するに当たり、必要に応じて、地域の専門機 

関等（関係機関・団体など、心のケアに関する医療機関）との連携を図るものとする。 

なお、医療機関など地域の専門機関等を紹介する際には、当該生徒等及びその保護者に

対し、その役割や相談等の必要性を丁寧に説明し、了解を得るものとする。 

 

８ 教職員の心のケア 

（１）管理職の対応  

校長は、事故・災害等が発生した後、自身又は家族が被災した教職員及び事故・災 害

等への対応に当たる教職員について、過度のストレス状況を避けるなど心の健康に 配

慮するため、以下の対応を検討する。  

□ 被災した教職員に、現実的な配慮を行う。  

□ 学校が避難所になった場合は、速やかに管理を行政に委ねる。 

□ 報道対応の窓口を一本化する。  

□ 不要不急の業務を判断し、教職員の業務分担を見直したり、応援を依頼したりする。 

□ 事故・災害等への対応は、チームを組んで当たる態勢を取る。 

□ 教職員の心の健康に関する研修会を実施する。 

□ 状況により、心の健康に関するチェックを行う。 

□ 休みを取ることが本人の不利にならないように配慮する。 

 

（２）教職員の対応  

教職員は、事故・災害等が発生した後に生徒への適切な支援を行うためには、自身 

の健康管理が重要であることを理解して、以下の点を心がける。  

□ 個人のできることには限界があることを認識し、一人で抱え込まない。 
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□ ストレスに伴う心身の不調はだれにでも起こることを認識して、相談・受診をため

らわない。 

□ リラクセーションや気分転換を取り入れる。 さらに、自ら及び同僚の心身の状態を

注意深く観察するとともに、その不調をできるだけ早期に発見して休息や相談につ

なげるよう努める。 

 

９ 教育活動の継続・学校再開 

（１）事故・災害等発生後の臨時休業・臨時登校等の措置  

①事故・災害等発生後の臨時休業の判断 

     校長は、下記の基準に当てはまる場合、市教育委員会と協議の上、臨時休業の実施 

について判断する。臨時休業を決定した場合は、多様な手段を用いてその旨を保護者

に連絡するとともに、市教育委員会へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②臨時登校の実施  

校長は、臨時休業が１週間以上継続すると見込まれる場合、必要に応じて、市教育 

委員会と協議の上、登校可能な生徒・教職員を対象に「臨時登校日」を設けて臨時登校

を実施する。 

なお、臨時登校実施に際しては、上記の①で示した多様な手段を用いて、保護者への

連絡を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時休業の判断基準】 

□ 震度５以上の地震 

□ 事故・災害等により、本校に避難所が設置されるなど、校区内に大きな被害が 

  出た場合 

□ その他、事故・災害により臨時休業が必要と認められる場合 

【臨時休業の保護者等への連絡手段】 

□ 一斉配信メール         □ 本校ホームページへの掲載  

□ 学校入り口（正門）への掲示    □ 避難所への掲示  

□ 自治会を通じての伝言依頼  

【臨時登校の目的】 

□ 登校可能な生徒、勤務可能な教職員の人数確認 

□ 生徒の心理面の状況把握・安定確保 

□ 生徒の学習環境（教科書・学用品等）における被害の実態把握 
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（２）学校教育の再開に向けた被害状況調査  

校長は、全教職員に指示して、学校教育の再開に向け下記の被害状況を調査し取りま

とめるとともに、以下の表のとおり必要な措置を講じる。 

 

生徒・教職員の 

被害 
発災直後に実施した安否確認で得られた情報を基に（必要に 

応じて追加的な調査を行い）以下の情報を取りまとめる。 

□ 生徒及びその家族の安否、住居等の被害状況  

□ 教職員及びその家族の安否、住居等の被害状況 

校舎等の施設・設

備の被害 
校舎等の施設・設備について被害状況を把握するとともに、 必

要な応急措置等を講じる。 

□ 学校施設・設備の安全確認及び転倒物等の片付け・整理  

□ 後日の報告等に備え、被害状況等を写真撮影して記録、校

内平面図に位置を明記  

□ 危険物・危険薬品（理科室、灯油保管場所等）の安全確認と 

必要な措置  

□ 学校給食施設・備品の点検と必要な措置  

□ ライフライン（上下水道、電力、電話）の使用可否確認 （使

用不可の場合は、元栓閉、ブレーカー遮断等を実施）  

□ 危険箇所・使用禁止箇所について、立入禁止区域等を設定、 

表示等を実施  

□ 市教育委員会に対し、以下を要請 ・専門家による点検（地

震の場合は「応急危険度判定」）、 被害箇所の応急処置・復

旧 ・ライフライン事業者による点検・復旧 

通学路の被害 通学の安全確保のため、以下の情報を収集し、通常の通学手段

による通学の可否について検討する。  

□ 学校周辺及び通学路の被害状況、危険箇所 

□ 公共交通機関（バス）の運行状況の確認 

 

（３）応急教育に係る計画の作成  

校長は、上記（２）の調査結果を基に、市教育委員会と協議・連携して、以下の①〜 

④を検討し、地域や学校の実態に即した応急教育に係る計画を作成する。なお、計画の

作成 に当たっては、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医等と連携し、生徒の心

【臨時登校の留意点】 

□ 校舎等被害の応急措置、危険個所の立入制限等を行い、安全を確保 （校舎等

の被害状況により、代替施設の確保も検討） 

□ ライフライン（上下水道、電力）、トイレの復旧状況を考慮  

□ 通学路の安全性を確認 
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身の状態に配慮する。 

①教育の場の確保  

校舎等のうち安全が確認された箇所を用いるほか、必要に応じ、他施設（隣接校、 そ

の他の公共施設等）の借用、仮教室（仮設校舎）の建設などを検討する。  

※ 事故等の場合、発生現場等の使用は避けた校舎使用計画を検討。  

なお、ライフライン復旧が見込まれない場合は、仮設トイレ、仮設給水栓・給水蛇口

等を確保する。また、他施設を借用する場合には、当該施設への通学手段、通学時の安

全確保についても併せて検討する。 

  ②教育課程等の再編成  

被害状況等を踏まえ、必要に応じて以下の対応を取る。  

□ 授業形態の工夫（始業遅延、短縮授業、２部授業、複式授業など） 

□ 臨時学級編成  

□ 臨時時間割の作成 

□ 教職員の再配置・確保 

□ 学校行事（卒業式等）の実施方法の工夫（校庭や学校外施設の利用など） 

□ 給食への対応（調理不要物資を用いた簡易給食、弁当持参など） 

③避難所運営との調整  

学校施設が避難所として使用されている場合、学校教育の再開に向けて、避難所運 

営組織と協議を行い、以下の点について確認・依頼する。 

 

 

 

 

 

 

④教育活動再開時期の決定・連絡  

下記の状況を考慮しつつ、市教育委員会と協議の上、教育活動の再開時期を決定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業再開時期を決定した後は、上記（１）②に示した多様な手段を用いて、保護者・

生徒への連絡を行う。 

【避難所運営組織との協議事項】 

□ 立入禁止区域（危険箇所のほか、学校教育に用いる区域）の確認 

□ 動線設定（生徒等学校関係者と避難者の動線をできるだけ区分） 

□ 生活ルール（活動時間帯、施設・設備の利用方法、その他） 

【教育活動再開における考慮事項】 

□ 学校施設の応急復旧状況 

□ 危険箇所の立入禁止措置など安全対策の状況 

□ ライフライン（上下水道・トイレ、電力、通信回線等）復旧状況 

□ 通学路の安全確保状況 

□ 利用できる教室数など、教育の場の確保状況 

□ 登校可能な生徒数、勤務可能な教職員数 

□ 避難所としての本校の利用状況      等 
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（４）被災生徒への支援 

 ①教科書・学用品等の確保  

校長は、生徒の学習に支障が生じないよう、以下のとおり教科書・学用品等の確保 

に努める。  

□ 生徒の安否確認、被害状況確認を通じて得られた教科書・学用品等の損失状況に関

する情報を取りまとめ、速やかに市教育委員会へ報告する。（災害救助法が適用され

た場合は、学用品の給与が実施されるため） 

□ 当面、必要な教材・学用品等については、学校に備える教材等の有効利用により対

応する。  

□ 教科書等がない生徒への配慮のため、必要に応じ、ワークシート等を活用する。  

②就学の機会確保  

校長は、学級担任に指示して、事故・災害等により被災し就学援助が必要な生徒の 

把握に努めるとともに、その情報を取りまとめ、市教育委員会に報告する。  

③避難・移動した児童、転出する児童への対応  

校長は、学級担任に指示して、事故・災害等により避難・移動した生徒及び転出す る

生徒について、以下のとおり対応する。 

□ 避難・移動した生徒について、電話等による連絡・移動先訪問などを行い、実状 （在

籍校への復帰時期等）を把握する。 

□ 転出した生徒については、転出先の学校と情報交換を行い、心のケア等について十

分に配慮する。 

 

１０ 調査・検証・報告 再発防止 

（１）市教育委員会への報告と支援要請  

   校長は、事件・事故（災害を含む）が発生したときは、速報（第一報）を市教育委員

会に提出し、その後、「事件・事故報告書（４－１報告様式）」を提出する。 

 

 

 

 

   ただし、災害等により通常の情報通信手段（メール等）が利用できない場合、報告

すべき情報が十分に入手できない場合等は、様式にこだわらず、得られた情報のみ電

話・訪問等により口頭報告するなど、巧遅より拙速を優先する。  

また、状況が下記に該当すると判断される場合には、上記報告に併せて、人員の派遣

や助言などの支援を要請する。 

 

 

 

 

 

報告先 宇部市教育委員会 学校教育課  

ＴＥＬ ３４－８６１１ school@city.ube.yamaguchi.jp  

【市教育委員会への支援要請の判断基準】 

以下の対応について、人員・ノウハウ等が不足すると判断される場合。 

□ 被災生徒等の保護者対応 □ 被災生徒等以外の保護者への説明・情報提供  

□ 報道機関への対応 □ その他、事故・災害等の発生後に必要な対応 



81 

 

（２）基本調査の実施等  

校長は、下記①に示す事故・災害等が発生した場合、事実関係の情報を収集・整理す

るため、以下のとおり速やかに「基本調査」を実施する。 

①調査対象  

基本調査の対象は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

  

 ②調査体制 

   基本調査における校内の役割分担は、原則として、下表のとおりとする。 

 

校長 □ 基本調査の全体総括・指揮 

教頭 
□ 基本調査の取りまとめ 

□ 教職員に対する聴き取り 

教務主任 

□ 基本調査の取りまとめ補佐 

□ 教職員に対する聴き取りの記録 

□ 事故・災害等の当事者生徒及び目撃生徒に対

する聴き取りの記録 

学級担任 養護教諭 

部活動顧問など 

□ 事故・災害等の当事者生徒及び目撃生徒に対

する聴き取り 

   ※ 生徒が最も話しやすい教職員が担当する。 

 

   上記の教職員が当該事故・災害等に関係する場合、校長は、他の教職員にその役割

を代行させる。または、市教育委員会の支援を受けて校外関係者にその代行を依頼す

るものとする。 

③調査における心のケアへの配慮 

   事故・災害等に関係する教職員や、その場に居合わせた生徒への対応では、「心のケ

ア」と「事実関係の確認」の両立を図ることに努める。 

このため、聴き取り調査などを行うにあたっては、スクールカウンセラー等の専門家

の支援を受けて実施の判断を行う。また、実施の際には必ず複数の教職員で対応すると

ともに、状況に応じてスクールカウンセラー等の専門家に同席させる。  

さらに、聴き取りに際しては、その目的を明らかにした上で、以下の事前説明を行 

い、聴き取り対象者の負担を軽減するよう努める。 

 

 

 

□ 学校管理下（登下校中を含む）において発生した死亡事故 

□ 上記（１）の報告対象となる死亡事故以外の事故のうち、被災生徒の保護者の 

意向も踏まえ、市教育委員会が必要と判断した事故や災害 
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 ④教職員からの聴き取り 

調査担当（校長・教頭・教務主任）は、以下のとおり、教職員から事実関係に関する

情報収集を実施する。 

□ 記録用紙を用いた情報収集 

事故・災害等の発生後速やかに、関係する全ての教職員に「事実情報記録用紙（教

職員個人用）」を配布し、事故・災害等に関する事実情報の記載・提出を依頼する。

なお、事故・災害等の発生直後にメモ等の記録を残していた教職員がいた場合は、

記録用紙を提出する際に、当該メモ等の記録も併せて提出を受ける。  

□ 聴き取りの実施 

原則として事故・災害等の発生から３日以内を目途に、関係する全ての教職員から

聴き取りを実施する。聴き取りは、原則として②に定めた役割分担に基づく担当者

が実施するが、教職員が話しやすいかどうかを考慮し、状況に応じて、市教育委員

会等からの校外支援者を担当にあてる。 

 なお、事故・災害時に部活動指導員など外部の方が関係していた場合には、これら 

 の方も調査の対象として、教職員に対してと同様の対応をする。 また、関係する教職 

員自身が強いストレスを受けている可能性にも留意し、必要な場合は医療機関の受診 

を勧めるなどの対応を取る。 

⑤事故・災害等の現場に居合わせた児童からの情報収集  

事故・災害等発生時の事実関係を整理する上で必要と判断される場合は、生徒への 

聴き取り調査の実施を検討する。実施に当たっては、以下の点に配慮する。 

□ 保護者への対応 

聴き取り前に保護者に連絡し、理解を得るとともに協力を要請する。 

□ 聴き取り担当者 

学級担任、養護教諭以外に、当該生徒が話しやすい教職員がいる場合は、その教職

員が担当するなど、柔軟に対応する。  

□ 心のケア体制 

保護者と連携して、心のケア体制を整え、心のケアの中で自然と語れる雰囲気をつ

くるよう工夫する。  

□ 必要に応じ、教職員と同様に、記録用紙を配布して記載してもらう方法を取る。 

 

【聴き取り時の事前説明】 

□ 記憶していることを、できるだけ正確に思い出して話してほしいこと。 

□ 一人の記憶に頼るのではなく、複数の人の記憶を基に総合的に判断して、事実

関係を取りまとめること（そのため、自らの発言だけで重大な事実関係が確定

するわけではないこと）。 

□ 「誰が何を言った」ということが、そのまま外部に出たりしないこと。 

□ （聴き取りを録音する場合）できるだけ正確に話の内容を記録するため録音す

るが、録音データは記録作成のみに利用し、そのまま外部に出たりしないこと。 
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⑥情報の整理・報告・保存  

調査担当（校長・教頭・教務主任）は、④及び⑤で得られた情報及び記録担当の教  

職員による記録を基に、事実経過について「時系列整理記録用紙」を用いて時系列に 

取りまとめる。整理した情報は、市教育委員会に報告する。 基本調査で収集した記録

用紙（メモを含む）や報告等の連絡に用いた電子メール等は、詳細調査を行う際の資料

となることを踏まえ、５年間の期間保存する。 

 ⑦詳細調査への協力 

   県・市教育委員会が詳細調査を実施すると判断した場合は、学校としてこれに協力 

するものとする。 

 

（３）評価・検証と再発防止対策の推進  

①危機対応の評価・検証  

調査担当（校長・教頭・教務主任）は、基本調査で得られた情報の評価・分析を行 い、

問題点・要改善点を抽出する。評価・分析の視点は、以下を基本とする。 

 

発生時の対応 

□ 生徒・教職員の安全確保は適切に行われたか。 

□ 校内の緊急連絡体制は機能したか。 

□ 関係者・関係機関への連絡は適切に行われたか。 

□ 情報収集・管理は適切に行われたか。          等 

発生後・事後の

対応 

□ 生徒・保護者への対応は適切に行われたか。 

□ 校内の対策本部体制は機能したか。 

 （役割分担、情報共有・伝達等） 

□ 関係者、関係機関との連携は適切だったか。 

□ 関係者や報道機関への情報提供は適切に行われたか。   等 

事前対応 

□ 点検など事前の未然防止対策に不足していた点はないか。 

□ 教職員への周知や研修・訓練に不足していた点はないか。 

□ 生徒の安全教育に不足していた点はないか。 

□ 危機管理マニュアルに不十分な点や問題点はないか。   等 

 

②再発防止策の策定・ 

実施 調査担当（校長・教頭・教務主任）は、上記①の評価・検証により得られた問

題点・要改善点について、再発防止策を検討する。また、詳細調査が実施された場合に

は、その報告書の提言に基づき、再発防止策に反映させる。  

なお、再発防止策については、下記のとおり関係者等に説明して意見を聴取した上 

で、取りまとめる。 

□ 教職員への説明・意見聴取（職員会議等） □ 被災生徒保護者への説明・意見聴取 

□ その他保護者への説明・意見聴取（ＰＴＡ総会又は評議員会等） □ 市教育委員会

や関係機関等への説明・意見聴取 □ 学校運営協議会への説明・意見聴取 
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９月追加 

①校地内での車両通行の動線確認や改善 
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②生徒・教職員に対する熱中症対策 

 ・生 徒：保健体育や部活動担当に黒球式熱中アラーム計を持たせ、生徒の状況を注

視するとともに、数値が高いときは活動を停止する。状況により、昼休憩

の外遊びも禁止する。 

・教職員：厚生労働省のフロー図及びＷＢＧＴ値表を職員室に掲示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③屋外活動での学校ルール・通信手段の内容確認 

・保護者への連絡は Sigfy で（雨天中止や活動状況、解散時刻の変更等） 

・教職員同士の緊急の連絡は個人の携帯電話を利用。 

・学校管理下での生徒の携帯電話の利用は原則として認めない。 


